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基本目標１　住みよいまちづくりの土壌を創ろう！

　（１）対象者横断のワンストップ一括相談・支援体制の構築　（地域福祉計画50～52ページ）

高齢者福祉課

定期的な会議への出席、ケースごと
に関係機関との情報共有を実施し
た。

関係機関との連携を通じ、必要な支
援を効果的に実施した。 B

多機関と連携を図り、柔軟な対応を
行うことができた。

複雑に絡み合った課題に対し、柔軟
なアプローチ方法を検討する。

引き続き支援体制の強化、関係機関
との連携に努める。

障がい福祉課

相談支援事業については、5事業所
への委託により、障がい者やその家
族等からの相談に応じるための体制
を強化するとともに、個別支援会議
を開催し、事業所間の連携を深め、対
応力の向上を図った。
地域活動支援センター機能強化事業
については、障がい者の創造的活動
又は生産活動の場を提供すること
で、自立した日常生活又は社会生活
を営むことができるよう支援した。

相談支援事業については、増加傾向
にある相談者や、複雑化した問題に
適時適切に対応することができた。
また、毎月の個別支援会議での事例
検討や勉強会により、連携の強化や
対応力の向上につながった。
地域活動支援センターについては、
障がい者に活動の場を提供すること
で、障がい者の自立及び地域社会へ
の参加を促進することができた。

B

相談支援事業所及び基幹相談支援セ
ンター、関係機関と連携を密に図りな
がら、相談支援を行い、問題解決に向
けた支援をすることができた。
障がい者の創作的活動や生産活動の
機会や場を提供することによる日中
の居場所をつくり、障がい者の社会
参加への意欲向上に資することがで
きた。

相談支援は、障がい者支援の入り口
となる重要なものであるため、相談
者の対応力の向上を図る必要があ
る。
障がい者の地域社会への参加には、
障がいに対する理解促進を図る必要
がある。

引き続き、個別支援会議を実施し、事
例検討や勉強会において対応力の向
上を図る。
適時適切な支援を行うことにより、障
がい者の地域社会への参加、自立及
び権利擁護の促進に努める。

健康推進課

切れ目ない支援を実施するため、妊
娠期から出産、子育て期の相談を受
けると共に、各ケースの状況に応じて
関係各部署、関係機関と連携をとっ
て支援の対応を行った。

妊娠届出時および乳幼児健診等にお
いて全数面接を行い、要支援ケース
を取りこぼすことなく支援に結びつ
けている。各課で把握した情報を共
有できるよう会議を行った。
気になるケースについては、こども家
庭センターと共有し支援した。

A

支援を必要とするケース毎に、アセス
メントし、関係機関や部署と共に情報
共有し支援を実施した。

多種多様な困難を重複して抱えた
ケースが増えていることから、関係機
関、部署との連携がより必要になっ
てくる。事例の共有や困難事例の検
討会などの場が必要である。

引き続き連携して支援を実施してい
くと共に、困難ケースについては福祉
部との連携、職員間で事例を共有し、
対応力を高める。

こども家庭支
援課

・地域子育て支援拠点事業
乳幼児及びその保護者が相互の交流
を行う場所を開設し、子育てについ
ての相談、情報の提供、助言その他の
援助の実施及び子育てに関する講座
等を実施した。
・利用者支援事業
こども又はその保護者の身近な場所
で、教育・保育・保健その他の子育て
支援の情報提供及び必要に応じ相
談・助言等を行うとともに、関係機関
との連携調整を図った。

地域の子育て世帯が集える交流の場
を設け、保護者が抱える不安や悩み
の解消につなげた。
子育て世帯のニーズを把握し、多胎
児ひろばや父親向け講座を開催する
ことで、多様なニーズに対応した。ま
た、気軽に相談できる環境を整え、育
児相談につながるケースも増加した。

A

直営の地域子育て支援拠点事業は、
「市内の施設で唯一の日曜開所を
行っており、開設4年目を迎え、利用
者数は増加し、地域の子育て支援機
能の役割を果たしている。
また、今年度で3回目となる「ぽんぽ
こベビーフェス」では、多くの子育て
家庭が交流を広げる機会となり、子
育て支援センターの役割や意義を広
く周知した。

地域子育て支援センターが身近にな
い地域や、利用につながりにくい保
護者に対しては、積極的にアプローチ
を行う必要がある。

地域子育て支援拠点事業では、身近
な場所で子育て家庭の相談に応じ、
必要な情報提供や助言を行うととも
に、利用者が必要とする支援につな
がるよう、地域の関係機関との連携
や調整、協働体制の構築にも取り組
む。また、利用者支援事業として、子
育て家庭にとって身近で相談しやす
い環境を整備し、相談を通じて個別
のニーズを把握し、適切な施設や事
業を利用できるよう支援を行う。

福祉相談課

重層的支援会議の開催、包括的相談
窓口体制の構築、事業の周知を行っ
た。

12月末までに重層的支援会議を4
回、包括的相談事業者連絡会を1回、
相談支援に関わる説明会を１回、それ
ぞれ開催し、事業の周知をした。
また、支援会議（個別ケース）を8回、
支援会議（テーマ別勉強会）を1回開
催した。

B

重層的支援会議は居住支援を必要と
する方を中心に開催され増加傾向で
ある。
相談は増加傾向だが、具体的な会議
等の対応が間に合っていない状況で
ある。

開催者や出席者にとって負担の少な
い形で会議開催できるよう取り組
む。

会議体の整理や支援者に負担をかけ
ない依頼方法を引き続き検討する。

2 2
対象者横断の相談・支援
窓口の設置と住民への
周知

福祉相談課

福祉相談課の相談支援体制の強化を図ること
で、コミュニティソーシャルワーカーとともに多様
な主体が連携した包括的な相談支援体制を推進
する。

庁内の関係課や関係機関、団体等と
協力し、包括的な相談支援体制を推
進した。

役割分担をしながら速やかに対応し、
「断らない」体制を取ることができ
た。

B

福祉相談課が中心となって、関係課
等と連携・調整を図ることで、包括的
な相談支援体制をとることができ
た。

自分から助けを求められない人への
周知が必要である。
複数の機関が連携するので、指示系
統を明確化させる。
コミュニティーソーシャルワーカーと
の連携強化を図る。
福祉の総合窓口の配置が奥になって
おり、相談者にとってわかりづらく
なっている。

庁内外問わず、福祉の総合窓口につ
いて周知を行う。
重層的支援体制整備事業の中で、検
討・改善していく。

3 3
社会福祉協議会への地
区担当コミュニティソー
シャルワーカーの配置

福祉相談課

木更津市社会福祉協議会内にコミュニティソー
シャルワーカーを配置し地域における要援護者
等又はその家族・親族等の支援を通じて、地域の
要援護者等の福祉の向上と自立生活の支援のた
めの基盤づくりを行う。

市内を5地区に分けにコミュニティー
ソーシャルワーカーを配置し対象者
の相談・支援体制の整備を行う。

全５地区１５人のコミュニティーソー
シャルワーカーを配置し、相談・支援
を行うことで、市民の困りごとを把握
し適切な支援につなげた。 B

担当地域の会議に積極的に参加し、
困りごとの相談に対応できた。
また、昨年度に引き続き小中学校を
対象に実施している福祉体験学習の
場を通じて、地域支援の取り組みを
強化した。

個別支援に関する相談は増加傾向に
あるが地域支援に関する取り組みは
限定的であるため、既存の社会資源
だけでなく新たな担い手を養成しな
がら、様々な社会資源と連携を図る。

地区社会福祉協議会、民生委員児童
委員協議会、地域住民等を対象に研
修会等を開催し、地域の担い手とな
るコミュニティーソーシャルワーカー
の育成を図る。

令和７年度　第４期木更津市地域福祉計画　進行管理表

重層的支援体制整備事
業の実施

制度ごと・分野ごとの縦割りや、支える側、支えら
れる側という従来の関係性を超えた地域一人ひ
とりの多様性を前提として、第６章に掲げる「重
層的支援体制整備事業実施計画」を実施する。

【自己評価】A：完全に達成　　B：概ね達成（８～９割程度）　C：５割程度達成　　D：ほとんど達成できず　　E（未実施）
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【自己評価】A：完全に達成　　B：概ね達成（８～９割程度）　C：５割程度達成　　D：ほとんど達成できず　　E（未実施）

4 4
民生委員・児童委員活動
への支援

福祉相談課

民生委員協力員の嘱託を行い、地域住民への訪
問や相談活動などを実施し民生委員・児童委員
の活動負担の軽減を図る。

民生委員の一斉改選後、民生委員協
力員の募集を地区会長に呼びかけ
た。
また、銚子市との地区会長間での意
見交換会の場で、民生委員協力員制
度の説明を行った。

民生委員OBや次期民生委員候補、
現役民生委員の兼任も含め、12人の
協力員が12月1日委嘱となり、欠員
地区や新人民生委員のサポートを実
施している。
意見交換では、協力員制度の認識が
なかった地区会長もおり、制度を理
解し活用するきっかけとなった。

B

欠員地区および新人民生委員のサ
ポートへ繋げることができた。

民生委員・児童委員のなり手不足。 引き続き民生委員・児童委員の負担
軽減のため民生委員協力員の嘱託を
行う。

福祉相談課

ホームページや民生委員・児童委員、主任児童委
員の活動の中で活動や役割の周知を行う。（福祉
相談課）

３年に１度の一斉改選に際し、民生委
員・児童委員の活動内容および委員
募集について周知した。

周知の結果、新たに３人の民生委員・
児童委員の委嘱に繋がった。
イベントや研修会を通して、民生委員
や主任児童委員の活動を、地域の
方々へ周知した。 A

民生委員の活動および委員募集を広
く周知することにより、委嘱へつなげ
ることができた。
また、イベントや研修会を通して、顔
の見える関係づくりを構築すること
ができた。

引き続き、民生委員・児童委員の欠員
が多い地区へ周知していく。

引き続き、市ホームページ等を活用
し、民生委員の活動や募集および欠
員地区の情報等を発信する。

こども家庭支
援課

子育て世代の地域の身近な相談役であり、行政
や地域とのつなぎ役である主任児童委員の活動
の周知を図り、子どもの健全な育成を推進する。
（こども家庭支援課）

乳児全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃ
ん事業）において、里帰り出産された
家庭に対し主任児童委員が訪問し、
本市の子育て支援サービスの説明や
身近な相談役であること等を伝え、
主任児童委員の役割、活動について
周知を図った。
また、主任児童委員の新規募集を図
る中で、広報紙や市ホームページ、イ
ベント等で積極的に活動内容等の周
知・啓発を行った。

乳児全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃ
ん事業）の主任児童委員が訪問した
件数は４月～８月で１９件となった。
また、広報紙や市ホームページで周
知を行ったことに加え、木更津こども
まつり（１１月１６日開催）では主任児
童委員による催事「主任児童委員の
お店」が催され、参加者に対する主任
児童委員の活動を周知した。

A

昨年度全体の乳児全戸訪問事業の訪
問が２８件、今年度では４～８月まで
の時点で１９件であることから、同行
訪問による周知の頻度が増えてい
る。
また積極的に広報紙やイベント等を
用いて周知を行った。木更津こども
まつりでは、参加人数が過去最高の
約13,000人となった大規模な祭事
の中で、「主任児童委員のお店」を通
して、不特定多数の方々への周知・啓
発につながった。

主任児童委員の名称やその活動内容
を知らない市民も多く、乳児全戸訪
問事業の活動において、警戒される
ようなケースもある。引き続き周知
を行い、広く一般に主任児童委員と
その活動内容が知れ渡るようになれ
ば、より円滑に活動することができる
ようになる。

引き続き主任児童委員の活動内容や
意義、必要性、やりがい等を広く周知
し、市民一人ひとりの理解及び協力
を求めていく。

6 6
市社会福祉協議会・地区
社会福祉協議会への支
援

福祉相談課

木更津市社会福祉協議会へ事業費及び運営費の
補助を行う。

木更津市財源に共同募金や社会福祉
協議会の民間財源を加え、市内１５地
区社協に対し、事業費及び運営費補
助金の交付を行った。
①地域福祉活動推進支援事業費（木
更津市財源）
15地区　計1,080,000円
②地区社協助成金（共同募金財源）
15地区　一律130,000円計
1,950,000円
③社協会費納入還元金（社会福祉協
議会財源）
15地区　計986,660円
④重点事業助成金（共同募金・社会福
祉協議会財源）
10地区　計1,300,000円

安定した事業費及び運営費補助金を
交付することにより、各地区での継
続的な活動が展開されている。また、
新規事業や、重点事業の助成金も活
用し、地域の実情にあった地域福祉
を展開している。（以下のとおり）
岩根東地区：生活支援体制整備事業
との連携
岩根西地区：生活困窮家庭見守り
太田地区：高齢者詐欺被害防止・環境
整備支援
清川地区：生活支援体制整備事業と
の連携
三中地区：地域防災力の強化
請西・真舟小地区：多世代交流事業
波岡東地区：地域サロン活動支援
波岡西地区：子ども食堂サロン活動
支援
富来田地区：「ふくふく広場」の開催
中郷地区：子ども食堂と高齢者サロ
ンとの合同イベント活動の支援

B

地域の実情に応じた積極的な事業展
開が見受けられた。

継続的な財源の確保が必要である。 引き続き、事業費及び運営費補助金
の交付を行い、財政支援を行う。

高齢者福祉課

地域包括支援センターの機能強化及び活動の周
知。（高齢者福祉課）

市ホームページを始め、認知症ガイド
ブックや「在宅医療と介護マップ」な
ど関係パンフレットに掲載し、継続し
て地域包括支援センターの周知を
図った。

地域包括支援センターの認知度向上
に努めることができた。

B

市ホームページや関係パンフレットに
掲載することで、概ね目標を達成す
ることができた。

地域包括支援センターの機能強化を
図るため、高齢者福祉課内に後方支
援ができる安定した人材を確保す
る。

三職種（保健師・主任介護支援専門
員・社会福祉士）を高齢者福祉課に配
置し、地域包括支援センター間の総合
調整や後方支援を担えるよう連携を
強化する。

障がい福祉課

基幹相談センター及び指定特定相談事業所の活
動の周知。（障がい福祉課）

基幹相談支援センター及び指定特定
相談支援事業所の活動を周知するた
め、広報紙及び市ホームページへの
掲載、窓口において「障がい福祉のし
おり」の配布を行った。

基幹相談支援センター及び指定特定
相談支援事業所の活動について、機
会を捉えて、広く周知を図ることがで
きた。 B

活動を周知することにより、早期に相
談支援につなげることができ、悩み
や不安軽減に繋げることができた。

指定特定相談支援事業所の数は、
ニーズに比べて不足している。

引き続き、基幹相談支援センター及
び指定特定相談支援事業所の周知を
図るとともに、指定特定相談支援事
業所の人材育成にも取り組む。

5
民生委員・児童委員、主
任児童委員及び家庭相
談員の活動の周知

地域包括支援センターの
機能強化及び活動の周
知、基幹相談センター及
び相談支援事業所の活
動の周知

7

5
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障がい福祉課

広報紙や市ホームページ等で、障害
福祉サービスや各種障害福祉イベン
トにかかる情報提供を行った。

障害福祉サービス利用や各種障害福
祉イベント参加を促進することができ
た。 B

障害福祉サービス利用や各種障害福
祉イベントに係る情報提供を、適宜実
施することができた。

情報を得ることが難しい障がい者が
存在し、適時適切な情報提供ができ
ていないケースがある。

引き続き、広報紙や市ホームページ
を活用し、適時適切な情報提供に努
める。

介護保険課

広報紙や市ホームページ等で、介護
保険に関する情報の周知に努めた。

市ホ－ムペ－ジについて掲載内容お
よびレイアウトを見直すとともに、広
報紙を活用した情報提供を行った。 B

市ホームページを随時更新し、介護保
険に関する情報提供を行うことがで
きた。

情報を得ることが難しい高齢者が存
在し、適時適切な情報提供ができて
いないケースがある。

引き続き、広報紙や市ホームページ
を活用し、適時適切な情報提供に努
める。

9 9 住宅確保に対する支援 福祉相談課

住宅確保要配慮者に対する住宅確保に係る支援
を行う。

住宅確保に課題がある生活困窮者に
対して、相談、賃貸住宅等への入居に
関する情報提供、入居後の見守りな
どの生活支援を実施している。

相談者の課題・状況に合わせた生活
拠点を確保することができた。

A

相談者の悩み・課題を把握し、生活環
境において特に配慮が必要とされる
者に対し、安定した住環境を確保し
た。

高齢者や障がい者等、生活環境にお
いて特に配慮が必要な者の安定した
住環境の確保が難しくなっている。

多種多様な相談内容に応じ、適切な
住環境を整える事ができるよう、情
報収集に努め、関係機関と連携し支
援していく。

10 10 自殺予防の推進 福祉相談課

木更津市自殺対策計画に定める取り組みの推進
を図る。

・中学生のＳＯＳの出し方教室（講演
会）実施（８校）
・市民向けの心の健康及び自殺対策
に係る講演会開催（49名参加）
・一般市民を対象としたゲートキー
パー研修（1月30日開催予定）

ＳＯＳの出し方や自殺対策、ゲート
キーパーに関して、理解を深めること
ができた。

A

自殺対策計画に沿って、講演会や研
修を開催することができた。

自殺対策にはゲートキーパーの役割
が重要であるため、より多くの人に
ゲートキーパーを知ってもらう必要
がある。

引き続き、講演会や研修会の実施の
ほか、啓発活動を通じて自殺対策を
推進する。

福祉部

基幹相談支援センターが中心となり、
関係機関との連携を図りながら、虐
待事案等への対応を行った。（障がい
福祉課）
木更津市高齢者虐待防止ネットワー
クにて代表者会議、個別事例検討会、
ケース会議を適宜開催した。（高齢者
福祉課）
木更津地区更生保護女性会への事業
費の補助を行った。（福祉相談課）

関係機関との緊密な連携により、虐
待事案等に対し、迅速に対応できた。
(障がい福祉課）
虐待防止に関わる関係機関等の連携
強化を図ることができた。（高齢者福
祉課）
事業費の補助を行うことで再犯防止
対策等にかかる活動の充実を図っ
た。（福祉相談課）

B

関係機関との緊密な連携により、虐
待防止対策に寄与した。(障がい福祉
課）
計画通り会議開催、多機関と情報共
有・ケース検討ができたため。（高齢
者福祉課）
要望額通りの額を補助することがで
きた。（福祉相談課）

虐待防止や再犯防止に関する相談に
迅速に対応するため、基幹相談支援
センターの体制を強化する必要があ
る。また、虐待防止に関する継続した
啓発活動が必要である。(障がい福祉
課）
予防・早期発見・早期対応・再発予防
の対策が求められる。（高齢者福祉
課）
継続的な財源の確保が必要である。
（福祉相談課）

基幹相談支援センターの体制の強化
に取り組むとともに、虐待防止につ
いて、広報紙、ホームページ及び障害
福祉イベント等を活用し、普及啓発に
努める。(障がい福祉課）
引き続き現状の把握、支援体制の強
化に努める。（高齢者福祉課）
引き続き、補助金の交付を行い、財
政支援を行う。（福祉相談課）

こども未来部

地区民生員協議会や主任児童委員会
において、地域での児童虐待の防止、
早期発見、対応について啓発を行っ
た。

地域での児童の見守や早期発見、早
期対応について地区の民生委員・児
童委員、主任児童委員に周知をした
ことで児童虐待防止の一助につな
がっている。

B

児童虐待防止に関する取り組みにつ
いて市から直接説明し、地域住民の
中に広めることができたため。

児童虐待防止に対する関心を高め、
予防、早期発見・対応できるよう地域
住民に継続的に働きかけていく必要
がある。

児童虐待防止に関する説明会等の機
会を設け、児童虐待予防について啓
発を継続して実施する。

12 12
庁内各課・関係団体との
連携強化

福祉相談課

庁内各課や社会福祉協議会等の関係団体との連
携を一層強化し、対象者横断の相談・支援体制の
構築に取り組む。

相談者が抱える複合的な課題に対し
て、関係する庁内各課や社会福祉協
議会等を積極的に巻き込み、連携し
て解決にあたることで、相談・支援体
制を整えた。

今年度の相談数は12月末時点で延
べ1,801件であり、関係団体等と協
力し、継続して課題解決に取り組んで
いる。

A

取組む課題ごとに連携する関係団体
等が異なる中、相互に協力して課題
に取り組み、体制の構築と連携の強
化が進んだ。

今後も複雑な課題を抱えるケースの
増加が見込まれることから、福祉の
総合窓口として、相談体制の強化が
必要。

様々な課題に取り組む中で、関係団
体等との連携・支援体制を強化して
いく。

　（２）生活困窮者自立支援の方策　（地域福祉計画53～54ページ）

13 1
対象者横断の相談・支援
窓口と連携した支援

福祉部内各課

福祉部内の相談・窓口で連携し、包括的な支援を
継続的に行う。

福祉部内の窓口で受ける相談に対
し、それぞれの課が個別に対応する
ことなく、関連する課の者が同席して
対応し、包括的な支援を行った。

課題解決に向けて、関係する課が合
同で取り組むことにより、より効果的
な対応に繋がった。 A

一担当者が課題を抱え込むことな
く、関連する課と取り組むことで、相
談者の利便性に繋がるとともにより
効果的な対応となった。

今後は、相談内容も複雑に、件数も増
加することが見込まれることから、よ
り一層の連携が必要とされる。

様々な課題に対して、部全体で協力
して取り組む中で、連携・支援体制を
強化していく。

14 2

社会福祉協議会への地
区担当コミュニティソー
シャルワーカーと連携し
た地域づくり

福祉相談課

木更津市社会福祉協議会に委託しコミュニティ
ソーシャルワーカーを地域に配置することによ
り、地域福祉の向上を図る。

市内地域包括支援センター単位に１５
名のコミュニティソーシャルワーカー
を配置し、相談支援活動を実施した。
市内の小中学校で行った福祉体験学
習にコミュニティソーシャルワーカー
が参加した。

地域から寄せられた課題に適切に対
応し、対象者を支えた。
福祉体験学習に参加することで民生
委員児童委員、地区社会福祉協議
会、学校ボランティア、保護者などと
の交流を図ることができ地域の取組
への支援を行った。

A

個別ニーズだけでなく地域から寄せ
られたニーズに対しても適切に対応
した。

地域の担い手の確保。 民生委員児童委員協議会、地区社会
福祉協議会、支援関係機関、ボラン
ティア等を対象に研修会を開催し地
域の担い手の育成を行う。

11
虐待防止及び再犯防止
対策の推進

子ども、高齢者、障がいのある人等に対する虐待
の防止とともに、犯罪をした者が再び罪を犯すこ
となく、誰もが安心して暮らせる地域づくりを進
める。

8

市広報紙やホームページを活用して福祉サービ
ス等の情報提供を行う。

「広報きさらづ」やホーム
ページ、コミュニティ放送
を活用した情報提供の一
層の充実

8

11

3
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15 3
生活困窮世帯の子ども
の学習支援

こども政策課

社会的・経済的困難を抱える世帯等の子どもた
ちが将来に夢や希望を持って成長していけるよ
う、安心できる居場所を設置し、生活習慣や基礎
学力、学習習慣を身につけ、高等教育への進学等
を目指す。

市内４カ所の公民館等で学習支援教
室を開催した。
①西清川教室　41回
②岩根教室　39回
③中央教室　42回
④富来田教室　40回
4地区合同行事　5回
なお、地域の小中学校へ訪問し学習
支援教室の周知活動を行った。
学生ボランティアを募るために、県内
の大学や高校などにも訪問した。

学校での周知活動などを通じ、生徒
の確保に努めた結果、多くの生徒の
参加申込があった。延参加人数
1,348人
キャンプやクリスマス会の合同行事
を実施し、コミュニケーションが図れ
居場所としての存在になった。 A

学習の場と、居場所としての機能を
果たしている。

大学生ボランティアの確保を行う。
関係各所(生活保護ケースワーカー、
学校、児童相談所等)との更なる連携
を図る。

継続的な周知活動を行う。

16 4
ハローワーク・地域若者
サポートステーションと
連携した支援

福祉相談課

働くことについての悩みを抱えている人が就労
に向かうことができるように、ハローワークや地
域若者サポートステーションと連携し、継続的な
支援を行う。

就労にかかる悩みを抱える者に対し
て、ハローワークや地域若者サポート
ステーションへの同行するなど、それ
ぞれの機関と連携して、継続的な支
援を行った。

長期間ひきこもり状態にあった者に
対し、地域若者サポートステーション
と連携してA型・B型作業所に通える
ようにするなど、社会参加に繋げるこ
とができた。

A

就労環境に適応できていないだけで
はなく、能力的にそれ以前の段階の
者に対しても、継続支援を行うこと
で、社会参加に繋げることができた。

就労経験があっても、能力的に準備
段階の者もいることから、継続した支
援が必要となる。

ハローワークや地域若者サポートス
テーションとの連携のほかに、対象者
の他の支援機関とも連携して取り組
む。

17 5
商工会議所等と連携した
職場体験などの協力事
業者の開拓

福祉相談課

様々な事情から一般就労で働くことが難しい方
に対して働く場を提供し、その中で一般就労に向
けた訓練を行う。

社会福祉協議会に委託した就労支援
事業により、12月末時点で16名の
対象者の就労に向け、それぞれの目
標を定めて、福祉事業所及び市関係
施設、教育機関等の協力により、就労
や社会生活全般で必要となる基本的
な生活習慣や技術を習得するための
体験や訓練等を行った。

個別支援計画に基づき、対象者の状
況に応じた体験や訓練の機会を提供
することにより、自立生活や就労の意
欲低下が顕著な対象者の意欲向上に
努めた。
1月時点で職場体験の受け入れ実施
事業所は1か所。２か所目は調整中。

C

就労先での新たな課題を抱える場合
や社会への参加意欲が著しく低下し
ている対象者も多いため、就労へつ
ながらなかった。

就労の継続、社会との関係性の維持
が必要である。

対象者の状況や支援の目的を理解
し、協力していただける事業所等の
協力者の範囲を拡げるとともに、就
労や体験、訓練による対象者の自立
生活及び社会参加意欲の向上を図
る。

18 6

市社会福祉協議会・地区
社会福祉協議会の生活
福祉資金貸し付けとの連
携

福祉相談課

木更津市社会福祉協議会において福祉資金貸付
制度として生活福祉資金の貸付を行う。

生活福祉資金貸付事業（低所得世帯、
障がい世帯、高齢者世帯への貸付事
業）では、生活が一時的に困窮する世
帯からの相談を受け、貸付要件に該
当する世帯に対し貸付をした。
また、コロナ特例貸付世帯への償還
及びフォロ-アップ支援を実施した。
・生活福祉資金貸付件数
緊急小口資金（４件）
・市社協貸付事業
善意銀行　（３２件） 給付（２件）
令和７年１１月末現在

世帯の状況に応じて関係機関と連携
し、対象世帯に対して適切な支援を
行った。
また、本則及びコロナ特例貸付償還
督促の対応として電話や訪問など重
点的に行った。

A

対象世帯に対し、適時適切な支援を
行うことができた。また、生活福祉資
金貸付要件を満たさない世帯に対
し、関係機関への紹介や仲介、市社会
福祉協議会貸付（善意銀行）にて対応
した。

物価高騰により困窮世帯が増加して
いるため、通常の貸付相談やコロナ
特例貸付制度利用者へのフォロー
アップ支援が必要。免除を含め償還
完了者からの貸付相談が増加傾向に
あるため、家計相談を含めた支援も
必要である。

引き続き関係機関と連携を図り体制
を強化する。更に生活福祉資金制度
の周知を図るために広報紙やホーム
ページ等への掲載を適宜に行う。
また、行方不明や滞納世帯への対応
について具体的な検討を行う。

19 7
特定地方公共団体によ
る無料職業紹介事業

福祉相談課

地方公共団体による無料職業紹介事業を実施す
ることで公共職業安定所等と連携した包括的で
多様な社会参加・就労支援体制を推進する。

近隣３市の実務者と打合せや情報交
換を行った。

他市の状況や実績を把握すること
で、就労支援に関する実務や他市の
会社の情報を得ることができた。 A

相談者の特性に応じて、適切な職業
に就労できるよう支援を行った。

会社の開拓や登録が必要。
対象者の経験を重視した支援を行
う。

相談者の状況を把握し、適切な業種
への就労を支援していく。

　（３）必要なサービスを提供するための仕組みづくり　（地域福祉計画55～56ページ）

20 1 地区懇談会の開催 福祉相談課

地域課題の把握を目的とした地区懇談会を開催
する。

地域ケア会議及び地区民生委員児童
委員協議会に積極的に参加し、課題
解決に向けて関係機関（者）と検討し
た。
生活支援体制整備における協議体に
おいて地域の課題について話し合い
地域課題を共有した。

地域包括支援センター等の関係機
関、地域住民において、地域課題を洗
い出し、明確化した。

B

コミュニティソーシャルワーカー、生
活支援コーディネーターは相談窓口
機能を持つ地域包括支援センターや
民生委員児童委員及び地域の事業所
等と共に考える場に、定期的に参加
することができた。

既存の会議体だけでなく、社会福祉
協議会の事業を通じて地域課題を掘
り起こしていく。

引き続き、地域ケア会議等に積極的
に参加し、様々な課題の明確化に努
める。
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21 2 サロンの開催場所の増設 福祉相談課

社会福祉協議会主導での住民交流の拠点として
のサロン活動の増設をする。

サロンや子ども食堂開設の相談を受
け、アドバイスや助成金の案内を行い
サロン増設に向けて取り組んだ。

子ども食堂が現在市内に13ヶ所設
置され、スタッフとして高齢者が生き
がいも持って参加している。サロンや
子ども食堂新設の相談を受け、新た
に請西真舟地区にサロンが２ヶ所開
設され、これにより住民同士の交流
が図れた。

B

高齢者サロンとしては1地区2ヶ所の
増加となった。新設により高齢者が
生きがいを持って参加しており、住
民同士の交流も図れている。

サロンが不足している地区がある。 必要に応じてサロンの立ち上げ支援
等を行う。
通いの場立ち上げ支援ガイドの活用
を図る。

22 3

認知症等高齢者見守り
事業などの実施により、
支援を必要とする世帯を
把握するとともにその
ニーズを把握

高齢者福祉課

地域での見守り活動を支援するとともに、登録を
希望する高齢者の住所、氏名、緊急連絡先、かか
りつけ医等の情報を市や地域包括支援センター
に登録することで、緊急時の対応や早期に必要
な支援を行う。

地域包括支援センターにて登録を希
望する高齢者の住所、氏名、緊急連絡
先、かかりつけ医等の情報の申請を
受付し、毎年誕生月に更新をする地
域高齢者把握事業を実施した。

登録者等に対しての健康、医療、介護
の各種相談に対応した。外出先等で
緊急搬送・保護された際に、医療機関
や警察の照会に対して迅速に情報提
供を行った。

B

従来通りの運用を維持できた。 登録者数の増加に向け、課題整理が
必要。

事業の周知に加え、事務作業の効率
化を図る。

23 4

支援を必要としている人
とサービスを提供する人
との調整を図る人材の
育成

福祉相談課

木更津市社会福祉協議会にてコミュニティソー
シャルワーカー養成研修会を行い、人材の育成を
行う。

コミュニティソーシャルワーカー専門
研修、専門研修修了者のフォローアッ
プ研修に参加した。コミュニティソー
シャルワーカー養成講座(地域福祉支
え合い・助け合い推進講座座）を2月
2日に開催予定。

民生委員・児童委員や地区社会福祉
協議会、福祉関係機関等に案内を行
い、コミュニティソーシャルワークの
基礎知識や相談援助技術を習得し、
地域で適切な支援活動を展開した。

A

民生委員児童委員や地区社会福祉協
議会関係者、福祉関係機関や行政職
員など、多様な立場からの参加を得
られた。

地域住民にも広く研修の参加を促し
ていく。

様々な媒体を活用し、研修の周知を
図る。地区社会福祉協議会、民生委
員児童委員等を対象に研修会等を開
催し地域のコミュニティソーシャル
ワーカー（担い手）の養成を行う。

　（４）福祉サービスを支える仕組みの充実　（地域福祉計画57～58ページ）

福祉部内各課

福祉サービスの利用に関する苦情に対し、窓口で
対応し、解決に努める。（福祉部内各課）

福祉サービス（介護、障がい、子育て、
生活困窮等）の利用に関する苦情を
随時受け付け、窓口・電話・メールな
ど複数の方法で柔軟に対応した。

マイクシステムの導入により苦情受付
から解決までの対応時間が前年より
短縮し、迅速に対応した。

B

関係機関等と連携・情報共有し問題
解決につなげた。

複雑な福祉制度や多機関調整が必要
な相談では対応力の強化が求められ
る。

関係各課と連携を図り、複合課題へ
の支援体制を強化する。

地域共生推進
課

市政要望については、窓口・電話・手紙・ＦＡＸ・
メール・ＨＰからの問い合わせフォームなど、多様
なチャンネルでの受け付けを継続する。

手紙３２件、ホームページの問い合わ
せフォーム２,５２１件(うちナイジェリ
アホームタウン認定に関するお問い
合わせ２,３８０件)、オンラインでの現
地レポート２６件、その他お問い合わ
せ２５４件(うちナイジェリアホームタ
ウン認定に関するお問い合わせ２５１
件)、計２,８３３件を受け付けた（１１月
末時点）。

市政要望につき、窓口や電話をはじ
めとした多様な方法で受け付け、当
課で集約のうえ、担当部署へ伝達す
ることによって、効率的かつ円滑な
要望・情報の共有を図った。

A

市政要望につき、要望があり次第迅
速に担当課へ伝えるとともに、回答
に複数の部署の調整を要するものに
ついては、当課でとりまとめの上回
答した。

特になし。 引き続き要望の関係部署と連携し、
迅速・適切な回答に努める。

25 2

福祉サービス利用者サ
ポートセンター（千葉県
運営適正化委員会）の活
用

障がい福祉課

福祉サービス利用者からの苦情等を解決するた
めに福祉サービス利用者サポートセンターへ相談
等を行う。

利用者からの苦情に対して、福祉
サービス利用者サポートセンターを
案内した。

福祉サービス利用者サポートセン
ターを案内することにより、迅速な対
応が図られた。 A

福祉サービス利用者サポートセン
ターを案内することにより、苦情等に
対し適切に対応した。

特になし。 引き続き、苦情等の内容を正確に把
握し、適宜、福祉サービス利用者サ
ポートセンターを案内する。

福祉相談課

今年度は該当なし。 今年度は該当なし。 今年度は該当なし。 今年度は該当なし。 市民総合福祉会館は指定管理者（社
会福祉協議会）に評価を依頼してい
る。次回はR8～R１２年度の指定期
間で１回実施する。

障がい福祉課

今年度は該当なし。 今年度は該当なし。 今年度は該当なし。 今年度は該当なし。 障害福祉サービス事業者の指定権者
である県と連携して受審の推進を図
る。

こども未来部

今年度保育施設１園において第三者
評価を受審予定。
（こども保育課）

第三者評価受審園に対し、公定価格
の範囲内で第三者評価に係る施設型
給付費を支給予定。
（こども保育課） C

保育施設の第三者評価受審について
は５年に一度を想定し、現状市内の
保育施設で実施している園が少ない
状況のため。（こども保育課）

第三者評価受審について、利用者の
サービスの質の向上のため必要とし
ているが、努力義務となっているた
め、市内の保育施設で実施している
園が少ない状況である。（こども保育
課）

引き続き、定期監査等を通じ、市内の
保育施設に対し、保育の質の向上の
ため、第三者評価受審の必要性につ
いて案内をしていく。（こども保育課）

27 4
市社会福祉協議会の成
年後見支援センター事業
の推進

福祉相談課

市民からの権利擁護に関する相談にあたって、市
及び木更津市社会福祉協議会が連携して成年後
見制度や日常生活自立支援事業、その他のサー
ビスの案内等について総合的に対応する。

成年後見支援センターに寄せられる
権利擁護にかかる相談に対して、定
期的に開催する権利擁護支援定例会
議において専門職の意見を聞き、支
援の方向性等を検討して、支援を実
施した。

権利擁護支援定例会議において、医
師、弁護士や司法書士、福祉専門職
等と成年後見制度の活用を含めた対
応を検討し、必要な制度に繋げた。 A

専門職の意見を聞き、対象者の実情
に合わせた支援を行った。

複雑な事情・課題を含む相談もある
ことから、専門職の意見を踏まえて、
取り組む必要がある。

継続して取り組む。

3
福祉サービス事業者の第
三者評価受審の促進

福祉サービスを提供する福祉施設・事業所のサー
ビスの質について、公正・中立な第三者機関が専
門的かつ客観的な立場から評価を行い、福祉
サービスの質の向上を図る。

1
市の相談窓口でのサー
ビス利用の苦情の受付

24

26
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28 5 成年後見の市長申し立て 福祉相談課

成年後見制度利用の申し立てができる４親等以
内の親族がいないなどの人に対し、市長申立を
行っている。

成年後見制度を必要としている者の
うち、親族等の協力が得られない者
について、市長申立により、家庭裁判
所の審判を求めた。

親族の協力が得られない方の権利擁
護支援のため、12月末で３件の市長
申立てを行い、全件確定している。 A

調査を確実に実施することで、申立
て後、概ね２週間以内に後見開始の
審判を受けている。

早急に支援が必要なケースもあるこ
とから、課題や現状を速やかに把握
し、支援を行う必要がある。

継続して取り組む。

29 6 市民後見人育成 福祉相談課

地域における身近な存在として、被成年後見人
等の意思を丁寧にくみ取って後見等事務を進め
ていくことができる市民後見人を養成する。

３年おきに実施している市民後見人
養成講座のフォローアップ研修を開
催し、地域の支えあいである、市民後
見人の養成を推進した。

フォローアップ研修を開催し、必要な
知識や技術の向上の機会を設けるほ
か、受任中の市民後見人については、
定期的に開催される後見監督連絡会
で専門職による相談支援を受けられ
る体制を整え、質の向上に努めた。

B

フォローアップの場や相談ができる
場を設けることで、活動への不安の
払拭に努めた。

高齢化等による制度利用の需要の増
加から後見人等の不足が見込まれる
ため、人材確保が課題である。

継続して養成講座及びそのフォロー
アップに取り組むほか、人材確保につ
いて県や裁判所にも協力を求め、養
成講座の近隣地区との合同開催も検
討する。

30 7
日常生活自立支援事業
や成年後見制度の啓発

福祉相談課

幅広く市民全体に成年後見制度を普及啓発し、
成年後見制度への関心を高める。

パンフレットや市ホームページを活用
した広報活動を行うとともに、出前
講座や市民向け研修会を開催するこ
とにより制度の周知に努めた。

福祉相談課及び社会福祉協議会窓口
において、制度利用に関する問い合
わせ対応を行うとともに、地域住民
向けの出前講座を１回開催し、制度周
知に努めた。

B

前年度と同様に制度の普及啓発を
行った。

さらに制度を浸透させるには、講演
会等個人も参加できる周知の機会を
検討する。

障がい者やその家族を含めた高齢化
率の上昇により、需要が見込まれる
ことから、正しく制度を理解してもら
うための周知方法を図る。

　（５）高齢者や障害のある人など当事者組織への支援　（地域福祉計画59～60ページ）

高齢者福祉課

多くの高齢者が参加できるように団体の情報を
提供する。（高齢者福祉課）

市の広報媒体に会員募集の記事を掲
載し、情報提供を行った。また、高齢
者の利用が多い施設に会報誌を配置
した。

シニアクラブの認知度向上に努めた。

C
前年度と同様に、活動を維持できた。 シニアクラブの数および参加者の減

少。
シニアクラブの活動を積極的に周知
し、会員の増加を目指す。

障がい福祉課

障がい特性に応じた相談ができるように、各障
がい者団体の情報を提供する。（障がい福祉課）

ホームページや「障がい福祉のしお
り」に各当事者組織の情報を掲載し
ている。

各当事者組織の情報を掲載すること
により、障がい特性に応じた相談等
ができる環境整備に寄与した。 A

障がい特性に応じた相談等ができる
環境整備に寄与した。

特になし。 引き続き、当事者組織の情報提供を
行う。

高齢者福祉課

高齢者が健康でいきがいのある活動的な生活が
送れるようにシニアクラブへ支援を行う。（高齢
者福祉課）

シニアクラブの運営に要する経費に
対し当該シニアクラブに補助金を交
付した。

心身の健康の保持、老人福祉の増進
及び社会活動への参加による介護予
防等に貢献した。 A

前年度と同様に、活動を維持できた。 シニアクラブの数および参加者数の
変動に応じた補助額の調整を要す
る。

事務局と協議のうえ、活動規模に応
じて柔軟に補助金を交付する。

障がい福祉課

市内に在住する障がい児者の自主及び社会参加
を図ることを目的として、継続的に活動を行う団
体に対し、補助金を交付する。（障がい福祉課）

市内の当事者組織に対し、補助金を
交付した。

当事者組織に補助金を交付すること
により、活動の支援を行った。

A
当事者組織の活動状況に応じ、適切
に補助金を交付することにより、継続
的な活動を支援した。

当事者組織の構成員の高齢化が進
み、年々、活動が縮小傾向にある。

引き続き、当事者組織の活動状況を
注視しながら、適切な補助金の交付
を行う。

高齢者福祉課

シニアクラブ連合会との意見交換を必要に応じ
て随時行う。（高齢者福祉課）

大々的な意見交換は行わなかったも
のの、シニアクラブ活動の中で協議事
項が発生した際には、随時意見交換
を実施した。

随時発生した協議事項に対して、臨
機応変に対応した。

C
意見交換について、随時発生した協
議事項にとどまった。

今後の意見交換の場を充実させる必
要がある。

必要に応じて、意見交換を行い、事業
の活性化を目指す。

障がい福祉課

障がい児者が地域で日常生活を営むことができ
るように当事者組織を地域自立支援協議会の構
成員として意見交換を実施する。（障がい福祉
課）

当事者組織の方が地域自立支援協議
会及び各専門部会に参加し、意見交
換を実施した。今年度は吾妻公園文
化芸術施設建設に係るバリアフリー
について検討し、担当部署へ要望書
の提出を行った。

当事者組織の方との意見交換によ
り、障がい児者が抱える諸問題につ
いて、活発に意見交換ができた。

A

活発な意見交換により、吾妻公園文
化芸術施設に係る要望書の提出につ
ながった。

障がい児者が地域で日常生活を営む
ことを支援するためには、当事者組
織との意見交換を継続して行う必要
がある。

引き続き、当事者組織の方に地域自
立支援協議会及び各専門部会の構成
員として加入し、活発な意見交換を
行っていく。

高齢者福祉課

当事者の各種会議への参加（高齢者福祉課） 認知症サポーターステップアップ講
座で、若年性認知症当事者による講
話を実施した。

実際に若年性認知症当事者の講話を
受講することで、当事者の思いやそ
の人らしく生きること、必要な支援に
ついて理解を深めた。

A

当事者やその支援者・関係機関と連
携を図り、各講座を開催することが
できた。また、当事者との良好な関係
が構築できた。

認知症サポーターステップアップ講
座のほか、認知症家族交流会などを
通じて、本人が自身の状況などを発
信できる場を増やしていく。

引き続き、当事者が積極的に各種会
議へ参加し発言の機会が作れるよ
う、当事者組織の周知を行う。

障がい福祉課

地域自立支援協議会のほか、きさらづ障がい者
プラン作成等障害福祉施策に関する会議への参
加により意見等発言の機会を提供する。（障がい
福祉課）

当事者に地域自立支援協議会及び各
専門部会の構成員として、「第６次き
さらづ障がい者プラン」における取組
み内容について、実行に向けた意見
等の発言の機会を提供した。

直接、意見等を伺い取り入れたこと
で、より具体的な取組み内容の検討
ができた。

A

当事者に意見等発言の機会を提供す
ることができ、新たな取組みを実施
した。

障がい福祉施策の推進のため、引き
続き当事者の意見等を発言する場を
提供する必要がある。

引き続き、地域自立支援協議会及び
各専門部会に参加し、意見等の発言
の機会を積極的に設けていく。
また、「第６次きさらづ障がい者プラ
ン」の進捗管理を実施していく。

35 5
ひとり親家庭等に対する
支援体制の強化

こども家庭支
援課

民間ボランティア団体の交流の場の情報を提供
するとともに、当事者のニーズ把握に努める。

相談内容に応じ、必要な支援が提供
できるよう、ＮＰＯの団体の紹介や関
係機関につないだ。

ひとり親家庭等への相談において丁
寧に困りごとやニーズを聞き取り、必
要な情報提供や関係機関につない
だ。

A

ひとり親家庭等に対し個々に応じた
情報提供を行った。

相談者が各自のニーズにあった団体
等の情報を入手し、必要に応じてそ
の団体のサービス利用につなげる。

相談者のニーズに合わせ、最新の情
報を入手できるよう、民間ボランティ
ア団体等の情報の把握に努め、情報
共有を図る。

4
当事者の各種会議への
参加（意見等発言の機会
の提供）

3
当事者組織との定期的
意見交換の実施

当事者組織についての
情報を提供

1

当事者組織の運営や活
動を支援

2

31

32

33

34
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令和７年度　第４期木更津市地域福祉計画　進行管理表
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　（６）健康づくり、介護予防、生きがいづくりへの支援　（地域福祉計画61～62ページ）

36 1
妊婦、乳幼児期から高齢
期へと生涯にわたる健康
づくりの推進

健康推進課

健康実態と課題を踏まえ、ライフステージごとの
健康目標を定め、市民主体の健康づくり推進に
向けた保健活動を実施。

妊娠期から乳幼児期においては、マ
タニティ講座や乳幼児健診、各種教
室、生活習慣病予防健診事後指導等
において、年齢に応じた、生活リズム
等の基本的な生活習慣の確立に向け
た普及啓発や個別指導を行った。
幼児期から学齢期の歯や口の健康づ
くり推進のため巡回口腔衛生指導を
実施した。また、市内の一部小中学校
において、永久歯のむし歯予防を目
的にフッ化物洗口事業を実施した。
高齢期においては、高齢者の保健事
業と介護予防の一体的実施事業にお
いて、フレイル予防のため保健事業を
実施した。
全世代への取り組みとして、健康アプ
リ「らづFit」を通じて、より多くの市
民が日常生活で「歩くこと」を意識で
きるよう、ウォーキングの啓発、歩数
を増加させるポイントを定期的に周
知した。また、体組成計「らづBody」
を使用して、健康測定会を市役所、公
民館で実施するとともに、新たに企
業・団体やショッピングモールでも実
施し、自分自身の健康を振り返る
きっかけづくりとなるよう環境づくり
を行なった。

（R7.12月末現在）
・マタニティ教室163人
・乳幼児健診指導2,019人、乳幼児
栄養事後指導延44人
・7か月児教室275組
・1歳児教室（新規事業R6.6月～）
493組
・カミカミごっくん教室62人
・幼稚園保育園児への啓発3,155人
・生活習病予防健診事後指導実施校
数　小学校2校、中学2校
・巡回口腔衛生指導数（保育園・幼稚
園・小中学校）3,486人
・フッ化物洗口事業実施校数　小学校
11校、中学校4校
（R7年12月末現在）
・高齢者へのフレイル予防の健康測定
会　28回
（R7.11月末現在）
・らづFit登録者数　11,638人
（R7.4月～9月末現在）
・らづBody延利用者数　5,915人

B

ライフステージごとの健康課題に応
じた取り組みを実施している。

第4次健康きさらづ21の健康目標を
達成できるよう、毎年評価していく。
目標に達していない項目について
は、取組み状況を見直し、実施体制等
を再検討し実施する必要がある。

第4次健康きさらづ21に基づき健康
づくりを推進するにあたり、ライフス
テージ毎の取組に加え、ライフコース
に着目した健康づくりの推進を図る。

37 2
予防可能な生活習慣病
の発症予防及び重症化
予防のための支援

健康推進課

栄養･食生活、身体活動･運動、休養、飲酒、喫煙
及び歯・口腔の適切な生活習慣の維持、改善によ
り、予防可能な疾病の発症や重症化を予防する。

各種健（検）診、健康教育、健康相談
などの事業を継続実施した。
若年期健康診査において野菜摂取度
測定や骨の健康チェックも実施し、生
活改善のきっかけづくり及び、保健
指導内容の充実を図った。

（R7年度見込）
生活習慣病に関する健康相談
・面接　延335人
・電話・メール 延274人
生活習慣病に関する訪問指導
・訪問　延95人

A

対象者における実施状況は、事業計
画どおり遂行している。

肥満者が増加しているため、適正体
重に近づけるための支援や高血圧や
糖尿病等の未治療者への受診勧奨や
食生活等生活改善に向けた指導を強
化していく必要がある。

引き続き、各種事業の評価を行いな
がら、事業実施方法の検討、工夫を行
う。

38 3
健康づくりのための情報
提供

健康推進課

各種事業、関係団体との連携会議、広報紙、市
ホームページ等を通じ健康についての知識の普
及・啓発に努める。

健康イベントや公民館において、がん
検診の必要性について啓発を図っ
た。
がん検診や健診会場、イベント会場に
おいて、体組成計「らづBody」を用
いて、測定し、使用方法、結果の見方
の周知を図った。併せて、毎月の広報
紙や、3か月ごとにSNSで健康アプ
リ「らづFit」の周知も行った。
また、適正体重維持、身体活動の必
要性、睡眠、飲酒、骨粗鬆症予防につ
いての資料（成人・小中学生向け）を
完成させ、庁内及び市内小中学校に
資料の活用を依頼するとともに、イベ
ントや保健指導の際にも活用し普及・
啓発に務めた。

（R7.11月末現在）
・らづFit登録者数　11,638人
（R7.4月～9月末現在）
・らづBody延利用者数　5,915人
（R7.12月末現在）
・がん検診受診率　胃2.05%　肺
4.42%　大腸4.48%　乳未確定
子宮未確定

B

健康アプリ「らづFit」の登録者数は
年々増加している。また、体組成計
「らづBody」については、利用者数
を維持しており、市民の健康管理に
活用されている。
適正体重維持、身体活動の必要性、
睡眠、飲酒、骨粗鬆症予防について
の資料の完成及び活用まで実施し
た。

市民が主体的に健康づくりに取り組
むことを推進するため、引き続き体
組成計「らづBody」、健康アプリ「ら
づFit」の周知を図るとともに、歩数
を増加できるよう啓発運動に取り組
む必要がある。
また、適正体重維持、身体活動の必
要性、睡眠、飲酒、骨粗鬆症予防につ
いての資料について、更新・改善を加
えていく。

「第４次健康きさらづ２１」に基づき、
健康づくりについての知識の普及啓
発を実施していく。

39 4
健診受診率の向上に向
けた取組みの推進

健康推進課

個別受診勧奨や広報などで受診を促すと共に、
複数の検・健診を同時実施するなど受けやすい
環境づくりを行う。

妊産婦および2歳児、成人歯科健康診査
においては、受診率向上のためSNSや
電子母子手帳の通知を活用し情報発信
を行った。
がん検診では、大腸がん検診と肺がん検
診を同時受診できるよう改善し、予約が
埋まりやすい検診の日程を増やすなど
受診しやすい環境を整えた。
また、SNSを活用し情報発信を行った。
若年期健康診査については、過去に受診
歴のある健診未受診者に対して受診勧
奨を実施したり、健診予約者に対して健
診直前にリマインドメールを送信し、予約
者の失念によるキャンセル防止を図っ
た。

事業実施中のため、集計途中。令和8年
5月確定する。
（R7.11月末現在）
・妊産婦歯科健康診査受診率　妊婦
37.9％　産婦22.9％
・2歳児歯科健康診査受診率　56.7％
・成人歯科健康診査受診率　5.31％
（R7.12月末現在）
・がん検診受診率　胃2.05%　肺
4.42%　大腸4.48%　乳未確定　子宮
未確定
・肝炎ウイルス検診受診率1.5%
・若年期健康診査受診率　5.7%

B

各がん検診、若年期健診、2歳児歯科
健診において、受診率の維持・向上が
みられている。

各がん検診、若年期健康診査におい
ては、受診率の向上が見られたもの
の、依然として低い状況であるため、
受診率向上に向けた対策を図る。
妊産婦歯科健診、成人歯科健診にお
いては、受診率がやや低下している
ことから、受診率の向上に向けた取
り組みが必要である。

がん検診については、実施時間を拡
充するとともに、健康教育として経年
的な受診を促していく。
若年期健康診査については、広報・
SNS・チラシを活用した健診の周知
を継続し、健診の必要性が伝わるよ
う記載内容を見直す。
各歯科健診については、SNSや母子
手帳アプリでの通知を活用した受診
勧奨を継続する。

7



通し
番号

事業名 所管課 内容 今年度活動内容 今年度活動による成果
自己
評価

評価理由 今後の課題 今後の取り組み方針
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40 5
健康増進センター等によ
る運動の機会の充実

健康推進課

子どもの体づくり、成人の健康づくりや介護予防
を目的とした各種教室・レッスンを実施。

子どもの体づくり、成人の健康づくり
や介護予防を目的とした各種教室・
レッスンを実施した。

4月から11月までの、利用者数
89,416人（昨年比4,220人増）、各
種教室参加者数1,188人（昨年比
111人減）、当日申込レッスン参加者
数5,916人（昨年比838人増）、イベ
ントレッスン参加者数233人（昨年比
11人減）。

A

教室の定例化により固定利用者が増
加したため、各種教室参加者数は昨
年比 110％に増加しているほか、
SNS 強化により夏季利用者数が増
加している。

更なる利用者数の増加を図り、利用
者の運動継続を支援する。

引き続き、利用者数の増加を図り、利
用者の運動継続を支援していく。

41 6
保健・医療・福祉やＮＰ
Ｏ、ボランティア団体と
のネットワークを形成

福祉相談課

社会福祉協議会において地域の健康課題、生活
課題を共有し、課題解決のためのネットワークづ
くりを進める（コミュニティソーシャルワーク事
業）。

地域包括支援センター単位にコミュ
ニティソーシャルワーカー15名（職
員）を配置し、福祉サービスの横断的
利用を可能とするため、重層的支援
体制整備事業における関係機関連絡
会や支援調整会議を通じて多職種間
での連携を図った。

多職種間で連携を図り情報交換を
行ったことにより、課題解決に向けた
支援を行った。

B

各事業において、行政の各課や医療、
福祉、司法等機関との連携が図れた。

企業、ＮＰＯ、ボランティア団体との連
携が必要。

企業、ＮＰＯ、ボランティア団体との連
携に向けた取り組みを検討する。

42 7
市民向け各種講座・講習
の開催

福祉相談課

社会福祉協議会において生きがいづくりのため
の各種講座・出前講座を開催する。

各種出前講座等を開催した。
・ボランティア傾聴基礎
・フォローアップ研修を開催予定
・講演会「おたがいさまの地域づく
り」（参加者　38名）
・子ども食堂関係者懇談会
・その他複数の講座

・受講生に対して傾聴活動の重要性、
意識の向上や傾聴スキルの向上を
図った。
・講座を通して、おたがいさま及び地
域づくりに対する意識の向上が図ら
れた。

A

市民の地域福祉活動参画への意識向
上が図られた。

各種講座の内容の充実や開催回数を
増やす。

講座の内容を検討し、魅力ある講座
を開催し、市民の地域福祉活動への
参画及び生きがいづくりにつながる
講座の開催に努める。

43 8
公民館での健康を支援し
あえる仲間づくり

中央公民館

健康推進のための学びを通して、地域住民の仲
間づくりを図り、地域で健康づくりを支援しあえ
るしくみづくりを促進する。

各公民館の「健康」をテーマにした
主催事業。　35事業 234回実
施。

各公民館で身近なの健康をテー
マにした主催事業を実施した。参
加者数1,820人。 A

「健康」をテーマとする主催事業を実
施し、それぞれの地域住民が健康増
進について学ぶ機会を創出できた。

引き続き、各地域のニーズをとらえ
た事業を実施していく。

地区担当の保健師や関係機関等と連
携し、地域に合ったテーマを取り上
げ、多くの住民の参加を図る。

高齢者福祉課

高齢者が長年培ってきた知識や経験を活かし、
積極的に社会参加ができるようにシルバー人材
センターへの支援を実施する。（高齢者福祉課）

会員募集や活動内容の案内を各自治
会へ配布し、広報活動を支援した。

若干ではあるが、会員増に貢献する
ことができた。

C

シルバー人材センター募集のチラシ
を各自治会へ配布し、会員の増加に
努めた。

ホームページを充実させ、仕事の内
容や働いている人の声を市民に周知
していく。

引き続き、事務局との意見交換を行
い、会員増加や職種や職域の開拓を
進め、就業機会を提供するよう働き
かけていく。

障がい福祉課

障がいの有無に関わらず地域で共生した社会を
構築するため、市民の相互連携及びNPO法人の
活動の活性化を図る。（障がい福祉課）

地域自立支援協議会啓発交流部会及
び権利擁護部会共催で、障害福祉イ
ベントを開催した。
また、市内のNPO法人が運営する地
域活動支援センターⅢ型事業施設を
支援するために補助金を交付した。

障害福祉イベントでは延べ1,000人
の来場者があり、障がいへの理解促
進に寄与した。

B

市民との相互連携による障害福祉イ
ベントを開催し、障がいへの理解を深
めた。
また、地域活動支援センターⅢ型事
業運営費補助金を交付することで、
安定した施設運営が行われた。

引き続き障害福祉イベントを開催し、
障がいへの理解促進の場を提供する
必要がある。
また、地域活動支援センターⅢ型事
業に係る運営補助金を確保する必要
がある。

共生社会の実現を目指し、市民の相
互連携による障害福祉イベントを開
催していくとともに、予算の確保に務
める。

45 10
サロンの場での生きがい
づくり

福祉相談課

社会福祉協議会において、サロンの場を高齢者
の生きがいづくり活動のひとつとする。

地区社協への助成金交付を行うこと
により、関係者が運営する市内18か
所の高齢者サロン活動の財政支援を
行った。
また、生活支援コーディネーターがサ
ロン活動に参加し、ボランティアのサ
ポートを行った。

安定した財源の確保と、生活支援
コーディネーターによる取組の結果、
新規サロンの立ち上げの検討、サロ
ンの担い手発掘等により、サロン活動
が活性化した。

B

地域住民交流の拠点づくりに貢献し
た。

未実施地区への働きかけが必要。 引き続き、幅広い地域に活動の支援
を行う。

　（７）地域における子育ての支援　（地域福祉計画63～64ページ）

46 1
保育士の処遇改善、保育
所等の拡充、整備の推進

こども保育課

保育士の定着及び質の向上を行うとともに、保
育の受け入れ態勢を整え、地域の子育て支援の
ための環境を整備する。

民間保育園保育士の処遇改善のた
め、補助金を交付した。
保育の受け入れ態勢については、民
間活力を活用した人材派遣による市
立保育園の保育士確保及び保育士資
格の取得を目指す学生に対して修学
資金の貸付を行い、市内の保育施設
に従事する人材の確保に努めた。

補助金の交付により、処遇改善が行
われた。
民間活力を活用した人材派遣により
市立保育園の保育士を６名（12月時
点）を確保した。また、保育士資格の
取得を目指す学生28名に対して修
学資金の貸付を行い、市内の保育施
設に従事する人材の確保に努めた。

A

予定通り事業を実施している。 既存の保育施設が年数経過により老
朽化しているため、改築をする必要
がある。

引き続き、待機児童数等を注視しつ
つ、効果的に保育所等の整備に努め
る。

47 2
家庭・地域と連携した学
校教育の推進

学校教育課

家庭、地域社会、学校・行政によるトライアングル
子育て運動を基本に、家庭・地域社会から信頼さ
れる魅力ある学校づくりをめざし、学校教育の充
実を図る。

市内全小中学校で実施されている
「学校評価木更津システム」の評価結
果を活用し、地域に開かれた学校づ
くりに取り組んだ。

各学校で課題を認識することで、学
校支援ボランティアや学校評議員等
の協力を得ながら、課題の解消に努
めた。

B

家庭・地域社会から信頼される魅力
ある学校づくりを目指す「学校教育
『新木更津プラン』」の実現に向け取
り組んだ。

長期欠席者が増加傾向にあるため、
関係機関と連携した対応策の再構築
が求められる。

今後策定予定の「（仮称）学校教育『新
木更津プラン』」に掲げる取り組み等
を推進するため、家庭・地域との連携
をより一層強化していく。

9
障がい者や高齢者の社
会参加促進

44

8



通し
番号

事業名 所管課 内容 今年度活動内容 今年度活動による成果
自己
評価

評価理由 今後の課題 今後の取り組み方針

令和７年度　第４期木更津市地域福祉計画　進行管理表

【自己評価】A：完全に達成　　B：概ね達成（８～９割程度）　C：５割程度達成　　D：ほとんど達成できず　　E（未実施）

健康推進課

面接、電話、メール等で妊娠、出産、
子育て期にわたる相談を実施し、必
要に応じて地区担当保健師による継
続支援や、関係機関・関係部署と連携
し、支援した。

必要な支援が、経済面、心身面、養育
環境等、複雑多様化しているが、各
ケース毎に丁寧に寄り添った対応を
行うと共に、必要なサービスにつな
げた。

A

支援を必要とするケース毎に、アセス
メントし、関係機関や部署と共に情報
共有し支援を実施している。

相談内容が複雑、長期化していくた
め、適切な時期に適切な対応が図れ
るよう関係課と情報共有し、役割分
担しながら支援を実施していけるよ
う体制を整える必要がある。

こども家庭センターとして、こども家
庭支援課と情報を共有しながら連携
を一層図り取り組む。

こども発達支
援課

18歳以下の子どもの発達相談支援
事業の窓口を一元化し、障害児通所
支援事業も含めて、相談から支援ま
での切れ目ない体制を構築した。
また、面談や電話等の従来の相談形
態に加え、就学児童の相談では発達
検査を実施し、その結果や保護者・所
属先の悩みを共有しながら、連携し
た支援ができるよう調整した。
さらに、幼児言語教室では従来の個
別指導に加え、集団指導を継続し、就
学移行支援の強化に努めた。
加えて、交通手段のない家庭に対し
ては、相談や言語指導などの開催場
所を柔軟に対応することで、支援の
機会を確保した。

心理士の配置により、就学前の発達
検査を実施した。検査結果は保護者
および保護者同意のもとに所属先へ
フィードバックを行い、発達について
理解し、客観的な視点で捉え必要な
支援へ早期につなげていくことが可
能となった。また、就学後の相談で
は、学校との連携が不可欠なため、保
護者の同意を得て所属先を訪問し、
保護者の思いだけでなく担任等と課
題を共有することで、発達課題を明
確化し、連携した支援を行った。
【12月末時点発達相談員による窓口
相談件数】未就学児延べ１３６件、就
学児延べ４２３件

B

学校のみならず医療・福祉など多機
関と協働し、包括的な支援体制の構
築に努めた。

就学後の相談件数の増加とともに相
談内容も多岐にわたり、かつ複雑化
している。発達相談支援は学校だけ
ではなく医療・福祉などの関係機関
等との連携を強化し、効率的な情報
共有、また、心理面や学習面、家庭環
境など多様な相談に対応できる専門
職種の人材確保や支援先の確保が課
題となっている。

学校・医療・福祉など関係機関との連
携体制を強化するとともに、未就学
期からの予防的支援を充実させ、早
期に課題を把握・対応できる体制を
構築する。
また、相談員の専門性向上を図り、学
習・対人関係・家庭問題など多様な課
題に対応できる支援力を高める。

こども家庭支
援課

子どもおよびその家庭に関する様々
な相談に応じるとともに、必要時、適
切な関係機関に繋いだ。
窓口において転入者や各種相談者に
対し、こども家庭センターのチラシを
配布し相談窓口であることを広く周
知した。
こども家庭センターとして、母子保健
部門と連携した。

多様な相談内容に応じて相談支援を
行うと共に、必要な関係機関につな
ぐことができ、相談者の不安の軽減
や解消をすることができた。
また、継続的に支援が必要な家庭に
おいても定期的な訪問や電話等にて
確認し、支援を行った。

A

窓口での相談支援体制が構築でき、
また、関係機関と連携して支援を行
うことができた。

引き続き相談窓口を広く周知すると
ともに、多様な相談内容に対応でき
るよう相談者の資質向上および関係
機関との一層の連携が必要である。

こども家庭センターの周知に努め、引
き続き母子保健部門と連携し切れ目
なく支援を行っていく。
子育て支援に関する研修に参加し、
相談員の資質向上に努める。
会議等に積極的に参加し、関係機関
との情報共有、連携に努める。

49 4
ＤＶ、児童虐待などの防
止に関する啓発

こども家庭支
援課

DVや児童虐待問題に対する関心、理解を得られ
るようDVや児童虐待防止のための周知活動を
行う。

保育園や学校等との連携により、支
援の必要な家庭の早期発見早期対応
に努めた。また、11月の児童虐待防
止月間、「女性に対する暴力をなくす
運動」期間に合わせ啓発運動を強化
した。11月に女性に対する暴力をな
くす運動」で県及び警察と連携して
ショッピングモールで「DVや性暴力
等の未然防止・早期発見につなげて
いくため啓発キャンペーン」と「オレン
ジリボン・児童虐待防止推進キャン
ペーン」を実施した。

児童虐待防止月間、「女性に対する暴
力をなくす運動」期間に、広報紙、市
のデジタルサイネージ利用による周
知、学校等に対するポスター及びリー
フレット配布、新規採用職員に対する
オレンジリボン配布着用の呼びかけ
を行った。 A

広く啓発を行ったことにより、DVや
児童虐待の早期発見、早期対応がで
きたことから重篤状況に陥る前に対
応することができた。

児童虐待事案は増加・複雑化し、ま
た、身体的暴力に加え、精神的・経済
的・性暴力等が複合的に絡み合うDV
の対応が求められており、関係機関
と連携強化し、協働での対応が必要。

DVや児童虐待防止の啓発とともに
要保護児童対策地域協議会の関係機
関の連携協働のための啓発を行う。
増加する児童虐待や身体だけでなく
精神的・経済的・性暴力等が複合的に
絡み合うDVに対し、関係機関と緊密
に連携し早期発見するとともに協働
での早期対応に努める。

50 5
地域子育て支援センター
を中心に、子育て支援事
業を充実

こども家庭支
援課

市内の地域子育て支援センターを拠点に地域の
実情にあった各種子育て支援事業を実施。

地域子育て支援センターは,子育て世
帯が気軽に相談できる場として、相
談ニーズに適切に対応し、親子交流
の促進や講座開催、地域の子育て情
報の提供を行った。市内の支援セン
ターと関係各課は年4回の会議で情
報共有を実施し、相談内容に応じて
関係部署・機関と連携し支援した。ま
た、市内各子育て支援センターと協
働で「ぽんぽこベビーフェス」を開催
し、10月からは多胎児家庭向けの
「多胎児ひろば（さくらんぼの日）」を
月１回実施した。

親子交流や講座を通じて、保護者の
孤立感や育児不安の軽減につなげ
た。また、年４回の会議により、関係
機関と連携することで、必要な支援
につなげる体制の強化を図った。官
民協働によるイベント実施で、市内の
地域子育て支援センターの活動内容
を広く周知することができた。多胎
児家庭同士が交流し、悩みを共有で
き場を提供し、不安軽減を図った。

A

市内の地域子育て支援センターで
は、地域の実情にあった子育て家庭
への支援を実施した。加えて、各支援
センターの紹介動画を作成し、市ホー
ムページや電子母子手帳（母子モ）で
広く周知を図った。また、ニーズが高
かった多胎児家庭の集いの場を新設
し、月1回の開催を実現した。

各支援センターが抱える地域課題を
共有し、社会資源に関する情報提供
を行うとともに、不安を抱える家庭
への適切な対応を行うため、関係部
署や関係機関との連携を一層強化し
ていく必要がある。

子育て世帯の不安や悩みの解消を図
るとともに、親子が交流できる場の
提供を行っていく。また、関係部署や
関係機関との連携を進め、必要な支
援につなげていく。

51 6
公民館での子育て世代
の学びと交流の場づくり

中央公民館

子ども・子育てに関する学習機会を提供するとと
もに、気軽に集える場を提供し、子育てを支援す
る。

各公民館で、地域のニーズにあわ
せ、乳幼児、小中学生、思春期な
ど発達段階に応じた学級や講座
を実施した。

32事業 350回実施。
参加者数1,690名。

A

それぞれ地域の人口構成などに合わ
せた内容の学級・講座を実施するこ
とができた。フリースペース事業な
ど、前年度より各公民館の事業数を
大幅に増やした。

引き続き、各地域のニーズをとらえ
た事業の実施が必要。

学校など地域の教育機関とも連携し
ながら、参加者が気軽に参加しやす
い事業の実施について検討する。

妊娠から出産、子育てま
で切れ目のない支援の
充実

3

母子保健、子育て支援、発達相談機能を有する子
育て世代包括支援センターを設置し、妊娠期から
子育て期にわたる相談に対応する。
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52 7
サロン等において、高齢
者と子どもたちと二世代
交流の促進

福祉相談課

社会福祉協議会において児童から高齢者まで、
地域住民がともに暮らしていくための世代間交
流を推進する。

市内13ヶ所の子ども食堂においての
世代間交流のほか、子どもの居場所
（サロン）や地域食堂が新設され、高
齢者が運営スタッフとして勉強の見
守りや昔遊びを教えるなどの機会を
設けた。

市内13ヶ所の子ども食堂や新設され
た居場所（サロン）、地域食堂におい
て高齢者がスタッフとして参加し、世
代間の交流が図れた。 A

13ヶ所の子ども食堂の他、新設さた
サロンや地域食堂において、高齢者
と子どもたちとの二世代交流が広
がった。

地域が限定的である。 引き続き、幅広い地域に活動情報を
周知する。

53 8
福祉施設での子どもたち
と施設利用者の交流の
促進

福祉相談課

社会福祉協議会において木更津市民総合福祉会
館にて各種イベントを行うことにより、世代を越
えた交流を行う。

12月25日「学習支援教室クリスマス
会」を開催した。
２月７日開催予定の「第１８回きさら
づ福祉まつり」で、福祉に貢献があっ
た団体の表彰、講演会、模擬店等の
企画をして世代を超えた交流を行
う。

主任指導員やボランティア団体の協
力を得て子どもから高齢者まで様々
な世代の方々に参加してもらえる企
画を予定している。 A

大人と子どもが一緒に楽しめる企画
を準備して、世代を超えた交流を
行った。

開催時期や内容の周知が必要。 開催時期、内容の検討を行い様々な
媒体を利用して事業の周知を行う。

健康推進課

各計画に基づき健康課題解決に向け
て関係課と連携し実施した。

計画に基づき、関係課と連携して実
施することができた。

A

関係課と連携し、取り組めている。 母子保健計画については、子ども・子
育て支援事業計画に包含され、こど
も家庭センターとしてもより関係課と
連携し課題解決に向けて取り組みを
推進する必要がある。

次期子ども子育て支援事業計画及び
第４次健康きさらづ21に基づき関係
課と連携しながら課題解決に向けた
取り組みを行う。

こども政策課

第３期子ども・子育て支援事業計画
に基づき関係課と連携して各種事業
を実施した。
また、第２期子ども・子育て支援事業
計画の総括を、子ども・子育て会議に
おいて諮った。

第３期子ども・子育て支援事業計画
に基づき関係課と連携して各種事業
を実施することができた。
また、第２期子ども・子育て支援事業
計画の総括について、子ども・子育て
会議で一定の評価を得ることができ
た。

A

第３期子ども・子育て支援事業計画
の各種事業について関係課と連携し
取り組めている。
また、第２期子ども・子育て支援事業
計画の総括について、子ども・子育て
会議において一定の評価を得ること
ができた。

今年度策定予定の木更津市こども計
画において、第３期計画期間後は子
ども・子育て計画との統合を予定し
ているため、双方において適切な進
捗管理を行う必要がある。

引き続き子ども・子育て支援事業計
画に基づき、各種事業を実施すると
ともに必要な場合においては計画の
変更を行う。

55 10 こども食堂の推進 こども政策課

関係機関と連携し、住民主体の子ども食堂の活
動を支援する。

産業振興課を通じ、かずさアカデミア
パークで操業を開始した企業より食
材提供の申出があり、社会福祉協議
会を通じて提供を行った。

子ども食堂の活動の一助となった。

C
直接的に活動支援を行うことには繋
がらなかったため。

市として、どのように関与・連携して
いくか検討が必要。

継続的な周知活動を行う。
社会福祉協議会との情報共有、連携
を行う。

56 11
ひとり親家庭等に対する
支援の実施

こども家庭支
援課

ひとり親家庭等の状況に応じて、経済的支援や
制度に関する情報提供をするとともに、生活や福
祉についての相談に応じる。

生活や福祉に関する相談に対して助
言や必要な支援を行い、関係機関と
の連携・調整を実施した。また、ひと
り親家庭サポートパンフレットを電子
化し、関係部署や関係機関の制度に
関する情報の提供を行った。

ひとり親家庭等への相談対応を通じ
て、課題解決に向けた支援につなげ
ることができた。また、ひとり親家庭
サポートパンフレットを電子化したこ
とで、必要な情報へアクセスしやすく
なり、利便性の向上につながった。

B

各関係機関と連携・調整を図り、個々
のひとり親家庭の状況に応じた支援
を提供した。

ひとり親家庭等の状況に応じた支援
を行うためには、相談窓口や支援制
度の周知を強化する必要がある。

ひとり親家庭等のニーズを把握する
ため、情報収集を行うとともに、SNS
媒体の活用により、制度に関する周
知方法を工夫し必要な支援につな
ぐ。

　（８）避難行動要支援者への支援体制づくり　（地域福祉計画65～66ページ）

障がい福祉課 A

こども発達支
援課 A

介護保険課

主に要介護高齢者、障がい者等、災害時の避難行
動に支援を要する人の名簿を作成する。（介護保
険課）

A

58 2
自主防災組織や自治会・
町内会などへの名簿提
供

危機管理課

避難行動要支援者本人からの個人情報提供の同
意を得られた方の名簿情報は、自治会、自主防災
組織、民生委員・児童委員などの地域で活動する
関係者（避難支援等関係者）に提供する。

制度の趣旨に沿うよう、令和７年５月
に要件変更を行い対象者要件の見直
しを行った。
また、個人情報の提供に同意が得ら
れた方の避難行動要支援者名簿を、
各まちづくり協議会、民生委員、提供
依頼のあった関係者等へ提供した。

避難行動要支援者名簿を提供するこ
とにより、関係者等との共有が図れ
た。

B

個別避難計画および名簿情報の更新
を行い、より実効性のある情報を取
りまとめ、関係者等へ提供できたた
め。

名簿情報の更新方法や、配布方法等
の効率化を検討し、常に最新の情報
が記載された名簿の提供、記載され
た情報の精査が必要である。

さらに多くの避難支援等関係者に対
し名簿が提供できるよう、避難支援
の必要性について、周知を進める。
また、各まちづくり協議会へ名簿提
供を実施したほか、関係者に対し名
簿提供を予定している。

名簿の定期的な情報更新、整備を行
う。

危機管理課からの依頼により、対象
者の抽出し、提供した。

名簿を作成した。 最新の避難行動要支援者名簿を作成
することにより、避難行動要支援者
を把握した。

提供する情報は、常に更新が必要で
ある。
また、個別避難計画の作成にあたり、
その事前準備として、対象者からの
理解や避難支援者の協力を得られる
よう、十分に制度の周知が必要にな
る。

母子保健計画においては、第３次健康きさらづ２
１の計画最終評価年度（令和５年度）まで継続実
施する。第２期子ども・子育て支援事業計画に基
づき各種事業を実施する（令和２年度から令和６
年度）。

※母子保健計画においては、第４次健康きさらづ
２１の計画最終評価年度（令和１７年度）まで継続
実施する。第３期子ども・子育て支援事業計画に
基づき各種事業を実施する（令和７年度から令和
１１年度）。

母子保健計画・子ども子
育て支援事業計画の推
進

9

避難行動要支援者名簿
の作成

1

危機管理課からの依頼を受け、身体障害者手帳
１，２級の在宅の方、療育手帳A判定以上の在宅
の方、精神障害者福祉手帳１級の在宅の方、市内
施設に入所している方の名簿を作成する。（障が
い福祉課）

54

57

10



通し
番号

事業名 所管課 内容 今年度活動内容 今年度活動による成果
自己
評価

評価理由 今後の課題 今後の取り組み方針

令和７年度　第４期木更津市地域福祉計画　進行管理表

【自己評価】A：完全に達成　　B：概ね達成（８～９割程度）　C：５割程度達成　　D：ほとんど達成できず　　E（未実施）

高齢者福祉課

避難行動要支援者名簿について、地
域包括支援センターとの情報交換の
場を危機管理課に提供した。

地域包括支援センター連絡会におい
て情報交換の場が提供できた。

B

情報交換の場を提供することで、災
害時体制の整備を図ることができた
ため。

地域包括支援センター等専門機関と
しての役割等を踏まえ、災害時避難
体制の検討。

危機管理課が関係課や包括を含む関
係機関と調整する災害時避難体制の
取組に地域包括支援センターが連携
して高齢者等が円滑に避難が行える
よう検討を進める。

危機管理課

個人情報の提供に同意が得られた方
の避難行動要支援者名簿情報を更新
し、紙面および電子データにて、各地
域包括支援センターに配布する。
また、地域包括支援センター主催の
地域ケア会議へ出席予定。（今年度
は、北部２回、中部１回、東部１回予
定。）

避難行動要支援者名簿の更新のほ
か、地域ケア会議等を通し、地域包括
支援センター担当者と避難行動要支
援者における取組等について実態を
把握することができた。 B

名簿提供先は着実に増加しており、
平時から地域での活動に寄与したた
め。

名簿情報の更新・配布方法の検討や、
地域包括支援センター等専門機関と
しての役割等を踏まえ、包括的な避
難支援体制の構築を検討する必要が
ある。

危機管理課をはじめ、関係課や専門
機関を交えた、包括的な避難支援体
制の構築のため、地域包括支援セン
ター等の専門機関との意見交換はも
とより、地域ケア会議への出席や地
域調整会議開催などの検討を進め
る。

障がい福祉課

地震、津波、風水等に対応する災害マニュアルを
作成し、情報収集、障害者支援施設等との連絡調
整の手段をはじめ、障がい福祉班の体制整備を
確認する。（障がい福祉課）
避難所ごとに作成する運営マニュアルにおいて
は、被災者のプライバシー及び安全の確保に努め
るとともに、被災者の健康状態の把握、栄養指
導、衛生状態の保持等の健康管理、また、要配慮
者への対応等、避難所を利用される方々の状況
等に配慮したマニュアルとなる様促す。また、現
在９つの福祉事業者と福祉避難所開設に関する
災害協定を結んでおり、福祉避難所の体制整備
に努める。（障がい福祉課、高齢者福祉課、介護
保険課、こども家庭支援課、健康推進課、危機管
理課）

障がい福祉班の体制を見直した。
また、新たな福祉避難所の指定に向
け、障害福祉サービス事業者と協議
を進めている。

障がい福祉班の体制を見直したこと
により、災害対応力の向上が図られ
た。
また、新たな福祉避難所の指定に向
け、障害福祉サービス事業者と協議
を進められた。

A

障がい福祉班の体制を見直したこと
により、災害対応力の向上が図られ
た。
また、新たな福祉避難所の指定に向
け、障害福祉サービス事業者と協議
を進められた。

災害時における避難支援を円滑に行
うため、福祉避難所の指定に向け、障
害福祉サービス事業所からの理解を
得る必要がある。

引き続き、適宜、障がい福祉班の体
制を見直す。
また、福祉避難所の指定に向け取り
組むものとする。

高齢者福祉課

避難所ごとに作成する運営マニュアルにおいて
は、被災者のプライバシー及び安全の確保に努め
るとともに、被災者の健康状態の把握、栄養指
導、衛生状態の保持等の健康管理、また、要配慮
者への対応等、避難所を利用される方々の状況
等に配慮したマニュアルとなる様促す。また、現
在９つの福祉事業者と福祉避難所開設に関する
災害協定を結んでおり、福祉避難所の体制整備
に努める。（障がい福祉課、高齢者福祉課、介護
保険課、こども家庭支援課、健康推進課、危機管
理課）

木更津市避難行動要支援者避難支援
プラン策定委員会に参加した。

木更津市避難行動要支援者避難支援
プラン全体計画策定の目的や、避難
行動要支援者の範囲について理解し
た。

C

危機管理課主催の打ち合わせに積極
的に参加できた。

避難行動要支援者対象除外者への対
応について、不安になることのない
よう、見守りキーホルダーや、緊急通
報装置等でカバーできるようにして
おく。

庁内外の推進体制の整備に協力して
いく。

介護保険課

一般の避難所では生活することが困難な要配慮
者のため、特別な配慮がなされた福祉避難所の
運営及び職員配置等の体制整備。（介護保険課）
避難所ごとに作成する運営マニュアルにおいて
は、被災者のプライバシー及び安全の確保に努め
るとともに、被災者の健康状態の把握、栄養指
導、衛生状態の保持等の健康管理、また、要配慮
者への対応等、避難所を利用される方々の状況
等に配慮したマニュアルとなる様促す。また、現
在９つの福祉事業者と福祉避難所開設に関する
災害協定を結んでおり、福祉避難所の体制整備
に努める。（障がい福祉課、高齢者福祉課、介護
保険課、こども家庭支援課、健康推進課、危機管
理課）

木更津市地域防災計画に基づき、福
祉避難所が開設された場合に対応で
きるよう備えている。

福祉避難所が開設される災害がな
かったが、木更津市地域防災計画及
び福祉避難所の体制等を再度確認
し、災害に備えた。

A

木更津市地域防災計画及び福祉避難
所の体制等の再確認を行い、災害に
備えた。

災害時に適切に対応するためには、
平常時から定期的に体制等の確認を
行う必要がある。

福祉避難所が開設された際には、木
更津市地域防災計画に基づき適切に
対応できるように努める。また、避難
所毎の運営マニュアルに沿った対応
ができるよう努める。

高齢者・障害者・乳幼児な
どの要配慮者に配慮した
避難所運営及び福祉避難
所の体制整備

4

3
地域包括支援センター等
専門機関と連携した災害
時避難体制の検討

地域包括支援センター等専門機関と連携した災
害時避難体制を検討する。

59

60
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令和７年度　第４期木更津市地域福祉計画　進行管理表

【自己評価】A：完全に達成　　B：概ね達成（８～９割程度）　C：５割程度達成　　D：ほとんど達成できず　　E（未実施）

健康推進課

大規模災害時における保健活動マニュアルに基
づき、避難所の健康管理にいたる外部との調整
役としての動きをとる。（健康推進課）
避難所ごとに作成する運営マニュアルにおいて
は、被災者のプライバシー及び安全の確保に努め
るとともに、被災者の健康状態の把握、栄養指
導、衛生状態の保持等の健康管理、また、要配慮
者への対応等、避難所を利用される方々の状況
等に配慮したマニュアルとなる様促す。また、現
在９つの福祉事業者と福祉避難所開設に関する
災害協定を結んでおり、福祉避難所の体制整備
に努める。（障がい福祉課、高齢者福祉課、介護
保険課、こども家庭支援課、健康推進課、危機管
理課）
出産間近、出産直後の妊産婦や新生児等、一般の
避難所で生活することが困難な母子への配慮が
なされた母子福祉避難所運営の体制を整備する
（健康推進課）

大規模災害時における保健活動マ
ニュアルについて、平成27年3月に
策定以降見直しが行われていないた
め、改訂を行うにあたり、課内担当者
間での課題を抽出・共有した。

毎月、出産間近、出産直後の妊産婦
や新生児等の災害用名簿を作成し
た。
災害時保健活動マニュアルの策定及
び活用のためのガイド作成に関して、
課内担当者間で課題と今後の方針を
共有できた。

C

大規模災害時における保健活動マ
ニュアルの改訂に関しては、各マニュ
アルや保健活動の実情に準じた実用
的なものの作成、および他部署等と
の調整が必要であり、担当内で検討
を行っている状況である。

災害時における保健活動を組織的に
図る必要性があるため大規模災害時
における保健活動マニュアルの改訂
を、他のマニュアル等との整合性を図
りながら行う必要がある。
母子福祉避難所を関係課と連携して
検討する必要がある。

大規模災害時保健活動マニュアルを
改訂し、組織として共有を図る。
改訂後の大規模災害時における保健
活動マニュアルに基づき、課内におけ
る災害対応訓練を継続実施する。

危機管理課

避難所ごとに作成する運営マニュアルにおいて
は、被災者のプライバシー及び安全の確保に努め
るとともに、被災者の健康状態の把握、栄養指
導、衛生状態の保持等の健康管理、また、要配慮
者への対応等、避難所を利用される方々の状況
等に配慮したマニュアルとなる様促す。また、現
在９つの福祉事業者と福祉避難所開設に関する
災害協定を結んでおり、福祉避難所の体制整備
に努める。（障がい福祉課、高齢者福祉課、介護
保険課、こども家庭支援課、健康推進課、危機管
理課）

避難所運営マニュアルを作成する中
で、要配慮者に配慮した避難所運営
が行えるよう、避難所マニュアル作成
委員会等へ助言等を実施する。

市内2箇所の福祉事業者（柊の郷、万
石の家）と福祉避難所開設に関する
災害協定を締結し、福祉避難所の体
制整備に努めた。

B

既存の避難所運営マニュアルの再考
は実施したが、全ての避難所運営マ
ニュアルの策定ができていないた
め。
また、福祉事業者に働きかけ、福祉避
難所開設可能な施設を確保できたた
め。
※策定済みの避難所（５4箇所中２３
箇所）
祇園小学校、木更津第一小学校、東
清小学校、南清小学校、清見台小学
校、高柳小学校、八幡台小学校、木更
津第三中学校、岩根中学校、太田中
学校、波岡中学校、鎌足中学校、清川
中学校、岩根西中学校、八幡台公民
館、東清公民館、岩根公民館、清見台
公民館、西清川公民館、波岡公民館、
桜井公民館、岩根小学校、岩根西公
民館　　計　２３箇所

地域の防災力の向上を図るため、各
まちづくり協議会、自治会、自主防災
組織等を対象に、地区内の居住者及
び事業者等が共同して行う防災活
動、訓練、備蓄等の計画の作成を支
援し、各地区の共助による計画的な
防災活動の推進を図る必要がある。

今後も引き続き、避難所運営マニュア
ルの作成を支援する中で、要配慮者
に配慮した避難所運営が行えるよ
う、避難所運営マニュアル作成委員会
等へ助言を行う。
また、福祉避難所においては、より多
くの福祉事業者からの支援が受けら
れるよう、災害協定の締結等、福祉避
難所開設可能な施設の確保に、関係
課と横断的に取り組んでいく。

61 5

市社会福祉協議会が災
害時に設置する災害ボラ
ンティアセンターとの連
携

福祉相談課

市社会福祉協議会が災害時に設置する災害ボラ
ンティアセンターと連携して、被災者への支援を
行う。

社会福祉協議会と木更津市災害ボラ
ンティアセンターの設置・運営等に関
する協定を修正した。

有事の際に災害救助法に基づく災害
ボランティアセンター委託契約締結
のため、災害協定を修正し、よりよい
体制を構築できた。
日頃からの顔の見える関係づくりを
実践することができた。

A

協定締結の目標を達成し、継続性を
担保した。

日頃からの具体的な取り組みの検討
する必要がある。

日頃からの社会福祉協議会との関係
性を維持する。

基本目標２　風とおしのよいまちを創ろう！

　（１）地域コミュニティの活性化と活動拠点の充実　（活動計画67～68ページ）

62 1
住民による地域組織へ
の支援

市民活動支援
課

多様化・複雑化する地域の課題を地域のことを、
もっともよく知る住民が、自治会・町内会や各種
関係団体等で構成する「地区まちづくり協議会」
を設立し、地域における課題等に対して地域の特
性や実情に応じて主体的に取り組み、行政がその
取り組みを支援している。

地区まちづくり協議会に対して、市か
ら補助金を交付するとともに、地区
担当職員を派遣することで、活動の
支援を行った。
また、各協議会の活動状況や課題等
に係る情報共有を行うため、各協議
会の会長等による交流会を開催し
た。
さらに、協議会の未設立地区につい
ては、自治会をはじめとした地域の
各種団体に対して、設立に向けたア
プローチを行った。

市の支援等を基に、各協議会で防
災、地域交流、福祉に係る事業等、地
域課題の解決に資する取組が行われ
た。
また、新たに1地区で協議会が設立さ
れ、残る1地区についても令和8年2
月の設立が予定されている。 A

計画どおり人的、財政的な観点から、
活動を支援することができた。また、
未設立地区については、2地区とも
設立に繋げることができた。

令和8年度からは市内全地区で協議
会活動が行われることになり、さらな
る活動の充実に向けて、市による支
援の拡充を検討する必要がある。

引き続き、協議会に対して、人的、財
政的支援を行うとともに、支援の拡
充について検討を行う。

高齢者・障害者・乳幼児な
どの要配慮者に配慮した
避難所運営及び福祉避難
所の体制整備

460
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番号

事業名 所管課 内容 今年度活動内容 今年度活動による成果
自己
評価
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令和７年度　第４期木更津市地域福祉計画　進行管理表

【自己評価】A：完全に達成　　B：概ね達成（８～９割程度）　C：５割程度達成　　D：ほとんど達成できず　　E（未実施）

63 2
公民館をはじめとする公
共施設の有効活用

中央公民館

生活課題・地域課題に向き合った学びを通して人
と人とのつながりをつくる。また、その成果を地
域づくりに活かすしくみづくりに取り組み、市民
とともに歩む公民館活動を推進する。

各公民館で、それぞれの地域の生
活課題、地域課題をテーマとした
主催事業を行った。

44事業208回。
参加者数1,722人。

A

地域住民の市民参画を図り、それぞ
れの地域で創意工夫した事業に取り
組んだ。

利用者層の拡大を図る。 地域での生活課題など、的確にとら
え、事業化するとともに、新しい利用
者の増加につなげる。

64 3
空き家・空き店舗等を活
用した福祉活動拠点の確
保

産業振興課
福祉部内各課

「空き店舗活用支援事業補助金」を活用した福祉
活動拠点の確保に取り組み、地域コミュニティの
活性化を図る。

「空き店舗活用支援事業補助金」を活
用した福祉活動拠点の確保に取り組
み、地域コミュニティの活性化を図
る。

令和7年12月時点で3件の申請が
あったが、いずれも飲食店であり、福
祉活動拠点に対する補助は0件で
あった。

C

令和7年12月時点で、福祉活動拠点
に対する補助は0件であったため。

制度の周知により空き店舗登録の充
実を図るとともに、福祉活動拠点を
はじめとした、より多くの新規出店者
による活用を目指す。

パンフレットの配布場所や周知方法
を検討し、補助金の周知を徹底する。

65 4

サロンでの傾聴ボラン
ティアと連携したコミュ
ニティソーシャルワー
カーによる支援

福祉相談課

木更津市社会福祉協議会内にコミュニティソー
シャルワーカーを配置することにより、サロンで
の傾聴ボランティアと連携した支援を行う。

コミュニティソーシャルワーカー及び
生活支援コーディネーターによるサ
ロンへのアウトリーチにより傾聴を実
施した。
個人宅へ４件、施設3件、傾聴ボラン
ティアを派遣した。
傾聴ボランティア、包括、コミュニティ
ソーシャルワーカーと連携し支援を
実施した。

傾聴を必要としている参加者からは
満足の声が上がった。
地域包括支援センターから一人暮ら
し高齢者への傾聴ボランティアの要
請が増加、これに対し傾聴ボランティ
アを派遣したことにより、高齢者から
「人との会話の機会ができてよかっ
た」「身だしなみに気を遣うように
なった」などの声が寄せられ、副次的
な効果も大きかった。

B

サロンでの傾聴活動だけでなく個人
宅における傾聴ボランティア活動が
地域包括支援センターとの連携によ
り実現した。

傾聴ボランティアの養成が必要。 傾聴ボランティア養成研修実施及び
活動を支援する。

66 5
サービス提供事業者間で
の援助を求めている人
の情報共有体制整備

福祉相談課

社会福祉協議会においてサービス提供事業者間
での援助を求めている人の情報を共有する体制
を整備する。

援助を求めている人への支援活動
は、サービス提供事業者間でこれま
で通り情報を共有した。
市社会福祉協議会の内部間では情報
システムの活用により、各係で情報の
共有を行った。
また、相談支援業務における多機関
情報共有システムの開発会議へ参加
した。

サービス提供事業者間の関係づくり
連携に努めながら支援会議等を開催
して情報を共有し、支援を要する人に
対して適時・適切に支援を提供でき
る体制を強化したことで、支援を要
する方の安心感へとつながった。 B

情報の共有がスムーズになった。 分野を超えた課題に対する関係機関
との連携と情報の共有を図る。

重層的支援会議、支援会議等を活用
して情報の共有と連携を強化する。

67 6
認知症等高齢者見守り
事業などの推進

高齢者福祉課

地域における高齢者の見守り体制を構築するた
め独居高齢者等の情報を民生委員に提供し見守
りのための訪問を行う。

例年通り、後期高齢者の情報を民生
委員へ提供した。

引き続き、地域社会全体で高齢者を
見守る体制を構築できた。 A

例年通り、後期高齢者の情報を民生
委員へ提供できた。

引き続き民生委員とともに、見守り
体制を構築していく。

今後も見守り体制を構築できるよ
う、現状の把握に努める。

68 7
民生委員・児童委員、主
任児童委員との連携推
進

福祉相談課

民生委員児童委員協議会の会議等へ市の職員が
出席し、情報交換を行う。

月例の地区会長会議に担当者が毎回
出席し、情報共有を図った。

民生委員・児童委員に対し、市の行う
事業について、周知及び説明を行う
ことで理解促進を図った。

A

市職員と地区会長および協議会事務
局との間で情報交換や相談を行い、
連携を図ることができた。
地区会長からの質問事項や意見に対
し、必ず回答や報告を行ったことで、
次第に風通しの良い関係を築けた。

引き続き、地区会長との関係構築を
図る。

引き続き、月例の地区会長会議に担
当者が出席し、情報共有を図り、連携
強化に努める。

69 8
対象者横断の相談・支援
窓口の設置と住民への
周知

福祉相談課

複合的な問題を多く抱える生活困窮者に対し、関
連機関と連携し、早期的な支援を継続的に行う。

相談者が抱える複合的な課題に対し
て、関係する庁内各課や社会福祉協
議会等と連携して解決にあたること
で、相談・支援体制を整えた。

今年度の相談数は１２月末時点で延
べ1,811件であり、関係団体等と協
力し、継続して課題解決に取り組んで
いる。

A

取組む課題ごとに、連携する関係団
体等が異なり、相互に協力して課題
に取り組む中で、体制の構築と連携
の強化が進んだ。

相談数の増加や、ケースの複雑化が
見込まれることから、福祉の総合窓
口として更なる相談体制の強化およ
び効率化が必要。

様々な課題に取り組む中で、関係団
体等との連携・支援体制強化のため
の検討をする。
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令和７年度　第４期木更津市地域福祉計画　進行管理表
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　（２）地域の助け合い活動の推進　（地域福祉計画69～70ページ）

70 1
転入者に対する自治会・
町内会などについての
情報提供

市民活動支援
課

当課に問い合わせがあった場合に個別に回答す
るほか、市民課、住宅課窓口及び公民館にて自治
会加入案内チラシを配付する。

市民課窓口を中心に、転入世帯及び
転居世帯に加入案内チラシを配付
し、自治会加入の呼びかけを行った。
また、転入者が自治会へ加入しやす
くするために、令和７年３月に市ホー
ムページ内に自治会加入申し込み
フォームを設置し、その活用を行っ
た。

全国的な傾向と同様に自治会加入率
は減少しているが、加入案内チラシを
約3,500枚配付した。また、自治会
加入申込フォームを通じて9件の申し
込みがあった。

自治会加入率
令和6年度　56.0%
令和7年度　53.9%

B

自治会への加入の促進を図るため、
加入案内チラシを配布するとともに、
新たに自治会加入フォームの設置を
行うなど、自治会に係る情報提供の
充実に努めた。

自治会加入率の低下により、地域の
つながりの希薄化が進むことが懸念
される。

加入案内のチラシを配付を行い、引
き続き自治会加入の促進に取り組
む。

71 2

市社会福祉協議会を通
じての地区社会福祉協
議会活動の助け合い活
動の推進

福祉相談課

社会福祉協議会を通じての地区社会福祉協議会
の活動支援を行う。

地区社会福祉協議会研修会（コミュニ
ティソーシャルワーカー養成講座）を
開催し、自分たちの住む地域の課題
やニーズを抽出することにより、自分
たちでできることは何かを学んだ。
生活支援体制整備事業実施地区にお
いては、住民相互による助け合い活
動の仕組みづくりとその運営を支援
した。
また、福祉教育を通じて助け合い活
動を推進するため、各学校における
福祉教育の取り組みと地区社会福祉
協議会活動をつなぐため、地区担当
コミュニティソーシャルワーカーが地
域支援アウトリーチ活動を実施した。
学習支援教室での見守り活動を実施
した。

地区担当コミュニティソーシャルワー
カーのアウトリーチ活動により、福祉
教育を通じてこれまでに関わりの少
なかった学校と地区社協が有機的に
つながることで、関係者間で助け合
い活動の必要性の理解浸透に結びつ
き、具体的な取り組みを行うための
基盤が整備された。

B

福祉教育という具体的な取り組みを
通して、地区社協を中心とする助け
合い活動を推進することができた。
地区担当コミュニティソーシャルワー
カーによる地域支援の一環として取
り組むことができた。
高齢者を対象とした地域の助け合い
活動の推進をすることができた。

助け合い活動を行う地区社協の活動
拠点の整備と人材確保が必要。
地区社協活動への支援体制の強化が
必要。

地域の実情に応じた助け合い活動の
推進を、地区担当コミュニティソー
シャルワーカーを中心に引き続き支
援する。

72 3
障害者差別解消法の普
及啓発

障がい福祉課

障がいを理由とする差別を禁止するため、障が
いについての知識や理解不足、偏見の解消に向
けた啓発活動を行う。

地域自立支援協議会権利擁護部会に
おいて、子どもの頃から障がいへの
理解を深め、障がい者の権利擁護や
虐待防止の推進を目的とした障害福
祉イベントを実施し、子ども向けの福
祉体験を通じた啓発活動や、リーフ
レットを配布し、障がいへの知識や理
解の普及を行った。

イベントでの啓発活動により、障害者
差別解消法の推進に寄与することが
できた。

B

機会を捉えて周知啓発活動を実施し
たことにより、障害者差別解消法の
推進に寄与した。

継続した障害者差別解消法の周知が
必要である。

引き続き、ホームページによる周知
や、障害福祉イベント等の場を活用
し、障害者差別解消法の周知に取り
組んでいく。

73 4
児童・生徒・住民への福
祉学習の推進

学校教育課

市立小中学校における福祉教育を通じ、今後の
地域福祉推進に向けた意識の向上を図る。

車いすやアイマスク、高齢者疑似体験
等の学校での福祉学習を通して、子
どもの体験活動を創出した。

社会福祉協議会と連携し、学校にお
ける福祉教育の機会の拡大及び意識
の向上に努めた。 B

多くの子どもに意識の啓発を働きか
けることができた。

長期欠席等で福祉体験の機会を得る
ことができない子どもに向けた代替
案等を検討していく必要がある。

社会福祉協議会との連携をより一層
強め、福祉体験の時間を拡大してい
くなどして、引き続き学校での福祉
教育の推進、意識の向上を図る。

基本目標３　「これから」を支える人を育てよう！

　（１）地域福祉の担い手づくり　（地域福祉計画71ページ）

74 1

ボランティア活動に関す
る情報提供や環境の整
備、ボランティアセンター
コーディネート人材の育
成、ボランティア活動の
支援

市民活動支援
課

市民活動支援センター「きさらづみらいラボ」を
活用して、市民活動に必要な施設の提供や市民
活動に関する情報収集・発信・団体間の交流、
ネットワーク化、ＮＰＯ法人設立に向けた支援を
行う。

市民活動支援センター「きさらづみら
いラボ」にて、市民活動に関する情報
収集及び発信、市民活動支援に関す
る講座の開催並びに市民活動参加の
契機にするための取り組み等を行っ
た。

市民活動支援センターに新たに6団
体が登録され、さらに団体間で人材
を共有することで、連携の強化を
図った。 B

新規登録団体の増加と連携強化の取
り組みにより、市民活動が活性化した
と考えられる。

市民活動人材の確保に向けた取り組
みの一層の推進が求められている。
加えて、市民活動に関する講座の参
加者が少ないことから、ニーズに応じ
た企画や効果的な周知方法の見直し
が課題である。

市民活動に関する情報発信や参加の
きっかけとなる事業を実施し、市民
活動の推進を図るとともに、登録団
体を対象にアンケート調査を行い、
ニーズの把握に努める。

75 2
児童・生徒・市民への福
祉学習の推進（再掲）

学校教育課

市立小中学校における福祉教育を通じ、今後の
地域福祉推進に向けた意識の向上を図る。

車いすやアイマスク、高齢者疑似体験
等の学校での福祉学習を通して、子
どもの体験活動を創出した。

社会福祉協議会と連携し、学校にお
ける福祉教育の機会の拡大及び意識
の向上に努めた。 B

多くの子どもに意識の啓発を働きか
けることができた。

長期欠席等で福祉体験の機会を得る
ことができない子どもに向けた代替
案等を検討していく必要がある。

社会福祉協議会との連携をより一層
強め、福祉体験の時間を拡大してい
くなどして、引き続き学校での福祉
教育の推進、意識の向上を図る。
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令和７年度　第４期木更津市地域福祉計画　進行管理表
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　（２）中高年パワーの活用　（地域福祉計画72ページ）

76 1
高齢者の生きがい対策
や就労支援のため、シル
バー人材センターの活用

高齢者福祉課

高齢者が長年培ってきた知識や経験を活かし、
積極的に社会参加ができるようにシルバー人材
センターへの支援を実施する。

会員募集や活動内容の案内を各自治
会へ配布し、広報活動を支援した。

若干ではあるが、会員増に貢献する
ことができた。

C

シルバー人材センター募集のチラシ
を各自治会へ配布し、会員の増加に
努めた。

ホームページを充実させ、仕事の内
容や働いている人の声を市民に周知
していく。

引き続き、事務局との意見交換を行
い、会員増加や職種や職域の開拓を
進め、就業機会を提供するよう働き
かけていく。

77 2
現役を退いた「団塊の世
代」が地域活動に参加で
きるような環境づくり

福祉相談課

社会福祉協議会において「団塊の世代」が自分の
やりたい活動を見つけ、地域活動に参加できる
よう地域活動についての情報の提供を行う。

団塊の世代が自分のやりたい活動を
見つけ、地域活動に参加できるよう
地域活動についての情報の提供を
行った。

ファミリーサポートセンターや子ども
食堂、地域食堂などの地域活動に、
団塊の世代が参加した。

B

生きがいづくりにつながった。 情報が行き届いていない。 引き続き、「団塊の世代」が地域活動
に参加できるよう地域活動について
の情報の提供を行う。

　（３）社会福祉法人と連携した小地域活動の推進　（地域福祉計画73ページ）

78 1
社会福祉法人と地区社
会福祉協議会活動との
連携推進

福祉相談課

市内の社会福祉法人に声をかけて合同会議を開
催し、法人の意向を調査したうえで、地区社協会
議にて法人から協力をもらいたい事項を検討し、
連携を推進する。

合同会議（意見交換会）を1回開催、
地域とのつながりの希望があり、1法
人よりフードパントリーへの協力希望
があったので連携を図り実施した。ま
た、高齢者施設と社会福祉協議会就
労事業との協力体制の希望があり
マッチングを行った。

地域と法人が連携することにより、法
人は地域における社会貢献の場とし
て、地域は施設を社会資源として認
知することができた。 B

意見交換会で各法人から課題を提示
してもらい共有することができたこ
とに加え、実際に地域と法人のマッチ
ングも1地区1法人できた。

連携できる地区が限られる。 引き続き市内法人の会議を定期開催
し、地域との連携が出来るよう、意見
交換を行う。

79 2
社会福祉法人の社会福
祉充実計画承認（広域市
町村圏）

福祉相談課

社会福祉法第５５条の２の規定により、社会福祉
法人に対し、社会福祉充実計画の承認申請を
行ってもらうよう促す。

社会福祉充実計画の承認申請を行っ
てもらうよう促した。

木更津市における承認件数は０件。

B

促すことはできているが、承認件数
は０件だった。

引き続き計画の承認申請を行うよう
促進していく。

引き続き計画の承認申請を行うよう
促進していく。

80 3
社会福祉法人と市社会
福祉協議会との定期協
議

福祉相談課

市内の社会福祉法人に声をかけて合同会議を開
催し、法人の意向を調査したうえで、定期協議を
実施する。

市内の社会福祉法人の合同会議（意
見交換会）を児童や障がい部門の法
人にも声をかけて開催した。

分野を超え、社会福祉法人がつなが
ることで、顔の見える関係づくりがで
きた。
地域における公益的な取組につい
て、各法人間が取組内容を共有する
ことにより、法人の地域貢献の推進
の一助となった。

A

今後も継続して定期開催する。 連携の結果の成果を明確にする為の
取組内容をどうするか。
定期協議の参加法人が限定的。

引き続き定期的に会議を実施し、各
法人が把握した地域生活課題や、法
人の抱える課題を共有し、包括的な
支援体制の構築を目指す。
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